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介
護
扶
助
の
た
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の
居
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介
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せ
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５
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
７
９
４
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
８
年

９
月
８
日
付
け
で
金
津
南
部
土
地
改
良
区
の
定
款
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
７
９
５
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
０
号
）

第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

あ
わ
ら
市

２
調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
１
６
年
８
月
か
ら
平
成
１
７
年
９
月
ま
で

３
調
査
を
行
っ
た
地
域

あ
わ
ら
市
大
字
国
影
井
江
葭
の
一
部

４
成
果
の
名
称

地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

５
認
証
年
月
日

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
７
９
６
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
０
号
）

第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
調
査
の

成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

指
定
年
月
日

平
成
１８
年
９
月
７
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
市
和
田
中
町
舟
橋
７
番
地

１

居
宅
介
護
事
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生

会
支
部
福
井
県
済
生
会

事
業
の
種
類

介
護
予
防
訪
問
看

護

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

福
井
市
和
田
中
町
舟
橋
７
番
地
１

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

福
井
県
済
生
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
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り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

永
平
寺
町

２
調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
１
６
年
７
月
か
ら
平
成
１
８
年
４
月
ま
で

３
調
査
を
行
っ
た
地
域

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
渡
新
田
の
一
部

４
成
果
の
名
称

地
籍
図
お
よ
び
地
籍
簿

５
認
証
年
月
日

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
７
９
７
号

日
野
川
総
合
開
発
吉
野
瀬
川
ダ
ム
（
治
水
特
会
）

地
方
道
路
交
付
金
工
事
（
道
路
改
良
）
合
併
工
事
小

野
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は

、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参

加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４

９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
５

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格

の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

�
工
事
名

日
野
川
総
合
開
発
吉
野
瀬
川
ダ
ム
（
治
水
特

会
）
地
方
道
路
交
付
金
工
事
（
道
路
改
良
）
合

併
工
事
小
野
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）

�
工
事
場
所

主
要
地
方
道
武
生
米
ノ
線

福
井
県
越
前
市
広
瀬
町
～
小
野
町
地
係

�
工
事
概
要

ア
延
長
４
２
５
．
０
ｍ
（
ト
ン
ネ
ル
延
長

４
１
２
．
０
ｍ
）

イ
総
幅
員
９
．
７
５
ｍ

ウ
車
道
幅
員
６
．
０
ｍ

エ
明
か
り
部
１
式

２
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建

設
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

�
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
営
業
所
（
建
設
業
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
を
い

う
。
）
を
有
す
る
３
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条

第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
３
の
建
設
業
者
の
う
ち

２
以
上
の
建
設
業
者
は
福
井
県
内
に
主
た
る
営

業
所
（
法
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、

同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
）
を
有

す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
１
以
上
の
建
設
業
者
は

福
井
県
嶺
北
地
域
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る

者
で
あ
る
こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

。
）
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
福
井

県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
土
木
一

式
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ

れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（

昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
き

更
生
手
続
開
始
の
申
立
が
な
さ
れ
て
い
る
者

ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第

２
２
５
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申

立
が
な
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
手
続

開
始
の
決
定
後
、
福
井
県
が
別
に
定
め
る
手

続
に
基
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定

を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
て
か
ら
３

年
以
上
継
続
し
て
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
こ

と
。

ウ
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業

体
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
、
い
ず

れ
も
２
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

「
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等

の
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は

指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

カ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
、
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い

ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退

職
一
時
金
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。

キ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

会
社
更
生
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申

立
が
な
さ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法

に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
が
な
さ
れ

て
い
る
者
（
２
�
ア
の
再
認
定
を
受
け
た
者

を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。
そ
の
他
経
営
不

振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
、

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ク
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技

術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
に

規
定
す
る
監
理
技
術
者
（
以
下
「
監
理
技
術

者
等
」
と
い
う
。
）
を
こ
の
工
事
の
現
場
に

専
任
で
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
監

理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
監
理
技
術
者
資
格

者
証
お
よ
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
有

す
る
者
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
資
格
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
工
事
に

関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
基
準
を

満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
う
ち
代
表
者
は
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員

中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

イ
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

３
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

手
続特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

�
提
出
書
類

ア
申
請
書

イ
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評

価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知
書

（
経
営
事
項
審
査
（
法
第
２
７
条
の
２
３
第

１
項
の
審
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結

果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び

法
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
の
文
書
を
い
う
。
）
ま
た
は
経
営
事
項

審
査
結
果
通
知
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果

に
つ
い
て
の
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
５
年
法
律
第
９
６

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
２
７
条
の
２
７

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
文
書
を
い
う
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。
）
の
写
し
（
た
だ
し
、
平
成
１
７
・
１
８

年
度
の
福
井
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。

）エ
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
工
事
経
歴
書

カ
技
術
職
員
名
簿

�
申
請
書
等
（
３
�
ア
か
ら
カ
ま
で
の
提
出
書

類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
交
付
期
間

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
同

年
９
月
２
８
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例

第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を

除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
交
付
場
所

福
井
県
越
前
市
広
瀬
町
１
１
３
－
５

福
井
県
吉
野
瀬
川
ダ
ム
建
設
事
務
所
総

務
課

�
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
提
出
期
間

申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
提
出
場
所

申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
提
出
方
法

郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し

、
電
送
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し

て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
提
出
部
数

正
１
部

副
１
部

４
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有

無
お
よ
び
格
付
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に

係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０

年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
６
の
規
定
の
例

に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

お
よ
び
格
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

提
出
後
入
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
に

つ
い
て
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
を
受
け
た
者

等
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入

札
参
加
資
格
お
よ
び
格
付
の
決
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
あ
る
。

５
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の

工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
に
つ
い
て
は
、
こ

の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が

完
了
し
た
日
に
、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
に
つ
い

て
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日

に
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

６
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い

て
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
福
井
県
土
木
部
土
木
管

理
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
６
８
）
に

照
会
す
る
こ
と
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
７
９
８
号

木
田
橋
上
部
製
作
架
設
工
事
１
８
－
４
２
工
事
の

請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約

等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１

０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ

ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１

６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ

き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、

方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

�
工
事
名

木
田
橋
上
部
製
作
架
設
工
事
１
８
－
４
２
工

事

�
工
事
場
所

一
級
河
川
足
羽
川

福
井
県
福
井
市
春
日
１
丁
目
～
勝
見
１
丁
目

地
係

�
工
事
概
要

ア
橋
長
１
６
５
．
０
ｍ

イ
幅
員
１
０
．
５
ｍ

ウ
構
造
・
形
式
３
径
間
連
続
非
合
成
箱

桁
橋

エ
鋼
橋
製
作
工
１
式

オ
鋼
橋
架
設
工
１
式

２
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建

設
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

�
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ

た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

。
）
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
福
井

県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
鋼
構
造

物
工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ

れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（

昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
き

更
生
手
続
開
始
の
申
立
が
な
さ
れ
て
い
る
者

ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第

２
２
５
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申

立
が
な
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
手
続

開
始
の
決
定
後
、
福
井
県
が
別
に
定
め
る
手

続
に
基
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定

を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
て
か
ら
３

年
以
上
継
続
し
て
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
こ

と
。

ウ
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業

体
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
、
い
ず

れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

「
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等

の
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は

指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

カ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
、
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い

ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退

職
一
時
金
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。

キ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

会
社
更
生
法
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申

立
が
な
さ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法

に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
が
な
さ
れ

て
い
る
者
（
２
�
ア
の
再
認
定
を
受
け
た
者

を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。
そ
の
他
経
営
不
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振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
、

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ク
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技

術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
に

規
定
す
る
監
理
技
術
者
（
以
下
「
監
理
技
術

者
等
」
と
い
う
。
）
を
こ
の
工
事
の
現
場
に

専
任
で
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
監

理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
監
理
技
術
者
資
格

者
証
お
よ
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
有

す
る
者
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
資
格
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
工
事
に

関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
基
準
を

満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
う
ち
代
表
者
は
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員

中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

イ
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
う
ち
代
表
者
以
外

の
構
成
員
は
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
。

ア
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

３
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

手
続特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

�
提
出
書
類

ア
申
請
書

イ
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評

価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知
書

（
経
営
事
項
審
査
（
法
第
２
７
条
の
２
３
第

１
項
の
審
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結

果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び

法
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
の
文
書
を
い
う
。
）
ま
た
は
経
営
事
項

審
査
結
果
通
知
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果

に
つ
い
て
の
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
５
年
法
律
第
９
６

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
２
７
条
の
２
７

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
文
書
を
い
う

。
）
の
写
し
（
た
だ
し
、
平
成
１
７
・
１
８

年
度
の
福
井
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。

）

エ
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
工
事
経
歴
書

カ
技
術
職
員
名
簿

�
申
請
書
等
（
３
�
ア
か
ら
カ
ま
で
の
提
出
書

類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
交
付
期
間

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
同

年
９
月
２
８
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例

第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を

除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
春
日
３
丁
目
３
０
３
番

福
井
県
足
羽
川
激
特
対
策
工
事
事
務
所

�
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
提
出
期
間

申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

イ
提
出
場
所

申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
提
出
方
法

郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し

、
電
送
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し

て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
提
出
部
数

正
１
部

副
１
部

４
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有

無
お
よ
び
格
付
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に

係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０

年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
６
の
規
定
の
例

に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

お
よ
び
格
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

提
出
後
入
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
に

つ
い
て
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
を
受
け
た
者

等
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入

札
参
加
資
格
お
よ
び
格
付
の
決
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
あ
る
。

５
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の

工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
に
つ
い
て
は
、
こ

の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が

完
了
し
た
日
に
、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
に
つ
い

て
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日

に
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

６
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い

て
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
福
井
県
土
木
部
土
木
管

理
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
６
８
）
に

照
会
す
る
こ
と
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
７
９
９
号

河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
工
事
１
８
－
５
０

工
事
・
連
続
立
体
交
差
関
連
公
共
施
設
整
備
（
交
通

連
携
）
工
事
そ
の
４
工
事
合
併
工
事
の
請
負
契
約
に

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競

争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県

告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１

６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の

工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ

び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

�
工
事
名

河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
工
事
１
８
－

５
０
工
事
・
連
続
立
体
交
差
関
連
公
共
施
設
整

備
（
交
通
連
携
）
工
事
そ
の
４
工
事
合
併
工
事

�
工
事
場
所

一
級
河
川
足
羽
川
３
．
４
．
１
福
井
縦
貫

線
（
幸
橋
）

福
井
県
福
井
市
中
央
１
丁
目
～
毛
矢
１
丁
目

地
係

�
工
事
概
要

施
工
延
長
１
４
０
ｍ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
（
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
５
，

２
９
０
㎡

２
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建

設
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。
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�
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ

た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
２
の

建
設
業
者
の
う
ち
代
表
者
以
外
の
構
成
員
に
つ

い
て
は
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
法
第
３

条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可
に

係
る
営
業
所
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

。
）
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、
福
井

県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
ほ
装
工

事
Ａ
等
級
の
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第
１
７
２
号
）
に
基
づ
き
更
生

手
続
開
始
の
申
立
が
な
さ
れ
て
い
る
者
ま
た

は
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２

５
号
）
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
が

な
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
手
続
開
始

の
決
定
後
、
福
井
県
が
別
に
定
め
る
手
続
に

基
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受

け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
て
か
ら
３

年
以
上
継
続
し
て
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
こ

と
。

ウ
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業

体
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
、
い
ず

れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

「
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等

の
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は

指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と
。

カ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
、
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い

ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退

職
一
時
金
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。

キ
申
請
書
の
提
出
期
間
の
末
日
に
お
い
て
、

会
社
更
生
法
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申

立
が
な
さ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法

に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
が
な
さ
れ

て
い
る
者
（
２
�
ア
の
再
認
定
を
受
け
た
者

を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。
そ
の
他
経
営
不

振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
、

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ク
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技

術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
に

規
定
す
る
監
理
技
術
者
（
以
下
「
監
理
技
術

者
等
」
と
い
う
。
）
を
こ
の
工
事
の
現
場
に

専
任
で
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
監

理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
監
理
技
術
者
資
格

者
証
お
よ
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
有

す
る
者
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
資
格
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
工
事
に

関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
基
準
を

満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
う
ち
代
表
者
は
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員

中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

イ
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。

３
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

手
続特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
申
請
す
る
こ
と
。

�
提
出
書
類

ア
申
請
書

イ
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評

価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知
書

（
経
営
事
項
審
査
（
法
第
２
７
条
の
２
３
第

１
項
の
審
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結

果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び

法
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
の
文
書
を
い
う
。
）
ま
た
は
経
営
事
項

審
査
結
果
通
知
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果

に
つ
い
て
の
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
５
年
法
律
第
９
６

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
２
７
条
の
２
７

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
文
書
を
い
う

。
）
の
写
し
（
た
だ
し
、
平
成
１
７
・
１
８

年
度
の
福
井
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。

）

エ
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
工
事
経
歴
書

カ
技
術
職
員
名
簿

�
申
請
書
等
（
３
�
ア
か
ら
カ
ま
で
の
提
出
書

類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

ア
交
付
期
間

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日
（
火
）
か
ら
同

年
９
月
２
８
日
（
木
）
ま
で
（
福
井
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例

第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を

除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

イ
交
付
場
所

福
井
県
福
井
市
城
東
４
丁
目
２
８
－
１

福
井
県
福
井
土
木
事
務
所
総
務
課

�
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

ア
提
出
期
間
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同

じ
と
す
る
。

イ
提
出
場
所

申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

ウ
提
出
方
法

郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し

、
電
送
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し

て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
提
出
部
数
正
１
部

副
１
部

４
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有

無
お
よ
び
格
付
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に

係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０

年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
６
の
規
定
の
例

に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

お
よ
び
格
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

提
出
後
入
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
に

つ
い
て
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
を
受
け
た
者

等
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入

札
参
加
資
格
お
よ
び
格
付
の
決
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
あ
る
。

５
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の

工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
に
つ
い
て
は
、
こ

の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が

完
了
し
た
日
に
、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
に
つ
い

て
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
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に
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

６
そ
の
他

特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い

て
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
福
井
県
土
木
部
土
木
管

理
課
（
電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
６
８
）
に

照
会
す
る
こ
と
。

公

告
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
６
３
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
団
法
人

都
道
府
県
会
館
か
ら
、
平
成
１
７
年
度
の
災
害
共
済

事
業
お
よ
び
機
械
損
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況
に
つ

い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

火
災
共
済

４７

３
，８７９
，９６７
，９５４

７７０
，３８９
，０００

２０
銭

１
，３９５

２０９

４２４
，７９８
，０００

４９
，４２６
，０００

４７４
，２２４
，０００

６１
．５

項
目（
単
位
）

加
入
団
体
数（
都
道
府
県
）

共
済
責
任
額（
千
円
）

（
Ａ
）

解
約
返
戻
金
差
引
後
の
共
済
基
金
分
担
金（
円
）

（
Ｂ
）

共
済
基
金
分
担
基
率（
円
／千
円
）
※
平
均
値

（
Ｂ
）／（
Ａ
）

災
害
共
済
金

災
害
見
舞
金

災
害
共
済
金

災
害
見
舞
金

災
害
共
済
金
と
災
害
見
舞
金
の
合
計（
円
）

（
Ｃ
）

損
害
率（
％
）

（
Ｃ
）／（
Ｂ
）

罹
災
件
数
（
件
）

給
付
額
（
円
）

決
算
額（
円
）

勘
定
科
目

中
科
目

大
科
目

決
算
額（
円
）

１１９
，６７５
，３３０

１１９
，６７５
，３３０

４７９
，８９６
，６４０

４２５
，９６０
，６５７

３
，１８１
，６３１

４９
，４２６
，８１１

１
，１９７
，５４１

１３０
，０００

１５６
，２１４
，０００

１５６
，２１４
，０００

２５５
，３８４

２５５
，３８４

２
，６６９
，０００

２
，６６９
，０００

７５８
，７１０
，３５４

４８８
，９９４
，７１２

５４１
，５７９
，８５５

勘
定
科
目

中
科
目

事
務
費

災
害
共
済
金

返
戻
金

災
害
見
舞
金

助
成
金

防
災
費

諸
支
出
金

固
定
資
産
取
得
支
出

積
立
預
金
支
出

当
期
支
出
合
計
（
Ｃ
）

当
期
収
支
差
額
（
Ａ
）－（
Ｃ
）

次
期
繰
越
収
支
差
額
（
Ｂ
）－（
Ｃ
）

大
科
目

管
理
費

事
業
費

諸
支
出
金

固
定
資
産
取
得
支
出

積
立
預
金
支
出

７７３
，５７１
，５１１

７７３
，５７１
，５１１

３０８
，０３３
，５５５

３０８
，０３３
，５５５

１６３
，０００
，０００

１６３
，０００
，０００

３
，１００
，０００

３
，１００
，０００

１
，２４７
，７０５
，０６６

５２
，５８５
，１４３

１
，３００
，２９０
，２０９

共
済
事
業
収
入

雑
収
入

返
還
金
収
入

繰
入
金
収
入

当
期
収
入
合
計
（
Ａ
）

前
期
繰
越
収
支
差
額

収
入
合
計
（
Ｂ
）

事
業
収
入

雑
収
入

返
還
金
収
入

繰
入
金
収
入

金
額（
円
）

勘
定
科
目

中
科
目

大
科
目

イ
支
出
の
部

１
災
害
共
済
事
業
会
計

１
事
業
実
績

火
災
共
済

３
正
味
財
産
増
減
計
算

ア
増
加
の
部

２
収
支
計
算

ア
収
入
の
部
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６５４
，７５０
，０９９

４８８
，９９４
，７１２

２５５
，３８４

２
，６６９
，０００

１６２
，８３１
，００３

６５４
，７５０
，０９９

当
期
収
支
差
額

什
器
備
品
増
加
額

減
価
償
却
積
立
預
金
増
加
額

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア（
過
年
度
）増
加
額

増
加
額
合
計
（
Ａ
）

資
産
増
加
額

金
額（
円
）

２３４
，０２５
，４３２

９４２
，００３

９１８
，５３６

７５９
，５４１

９７６
，０９０

３２
，５６６
，２０１

３４
，８６３
，０６１

１６３
，０００
，０００

２３４
，０２５
，４３２

４２０
，７２４
，６６７

２１
，２４１
，７７７
，５２３

２１
，６６２
，５０２
，１９０

勘
定
科
目

中
科
目

什
器
備
品
減
少
額

建
物
償
却
額

什
器
備
品
償
却
額

附
属
設
備
償
却
額

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア（
当
期
）償
却
額

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア（
過
年
度
）償
却
額

貸
付
金
減
少
額

減
少
額
合
計
（
Ｂ
）

当
期
正
味
財
産
増
加
額
（
Ａ
）－（
Ｂ
）

前
期
繰
越
正
味
財
産
額

期
末
正
味
財
産
合
計
額

大
科
目

資
産
減
少
額

機
械
損
害
共
済

３１

２６９
，９１７
，４９９

３２９
，１０９１９

５８７
，２５３

項
目（
単
位
）

加
入
団
体
数（
都
道
府
県
お
よ
び
市
）

共
済
責
任
額（
千
円
）

共
済
基
金
分
担
金（
千
円
）

被
災
件
数（
件
）

災
害
共
済
金（
千
円
）

決
算
額（
円
）

勘
定
科
目

中
科
目

大
科
目

３２９
，１０９
，７５５

３２９
，１０９
，７５５

９２
，７４３
，７７０

９２
，７４３
，７７０

４２１
，８５３
，５２５

３７２
，９９０
，５３８

７９４
，８４４
，０６３

共
済
事
業
収
入

雑
収
入

当
期
収
入
合
計
（
Ａ
）

前
期
繰
越
収
支
差
額

収
入
合
計

（
Ｂ
）

事
業
収
入

雑
収
入

決
算
額（
円
）

８３
，８０３
，８３４

８３
，８０３
，８３４

５８８
，０５２
，５１３

５８７
，２５３
，２６３０

７９９
，２５０

６７１
，８５６
，３４７

△
２５０
，００２
，８２２

１２２
，９８７
，７１６

勘
定
科
目

中
科
目

事
務
費

災
害
共
済
金

災
害
見
舞
金

調
査
費

当
期
支
出
合
計
（
Ｃ
）

当
期
収
支
差
額
（
Ａ
）－（
Ｃ
）

次
期
繰
越
収
支
差
額
（
Ｂ
）－（
Ｃ
）

大
科
目

管
理
費

事
業
費

金
額（
円
）

８２
，４２５
，０００

８２
，４２５
，０００

８２
，４２５
，０００

勘
定
科
目

中
科
目

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
増
加
額

増
加
額
合
計
（
Ａ
）

大
科
目

資
産
増
加
額

金
額（
円
）

２５０
，００２
，８２２

２５０
，００２
，８２２

２５０
，００２
，８２２

１６７
，５７７
，８２２

勘
定
科
目

中
科
目

当
期
収
支
差
額

減
少
額
合
計
（
Ｂ
）

当
期
正
味
財
産
減
少
額
（
Ａ
）－（
Ｂ
）

大
科
目

資
産
減
少
額

イ
減
少
の
部

イ
支
出
の
部

３
正
味
財
産
増
減
計
算

ア
増
加
の
部

２
機
械
損
害
共
済
事
業
会
計

１
事
業
実
績

イ
減
少
の
部

２
収
支
計
算

ア
収
入
の
部
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

足
羽
四
ヶ
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１

６
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
８
年
８
月

２
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事

西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
斉
藤
敬
二
福
井
市
下
莇
生
田
町
１５‐９

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

竹
田
川
右
岸
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
４
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
が
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
姉
崎
晴
美
あ
わ
ら
市
田
中
２々３‐２

〃
川
�
正
規

〃
堀
江
十
楽
２５‐２５

〃
近
藤
善
勝

〃
布
目
３３‐５９

〃
土
橋
幸
夫

〃
田
中
２々３‐１１

〃
橋
本
哲
郎

〃
田
中
３々３‐９‐１

〃
山
田
由
一

〃
堀
江
十
楽２９‐７３‐１

〃
近
藤
敏
秋

〃
布
目
３２‐５８

〃
大
塚
俊
実

〃
布
目
３２‐８

〃
杉
本
秀
夫

〃
宮
前
６‐１４‐１

監
事
川
嵜
攻

〃
堀
江
十
楽
２５‐２０

〃
松
井
義
三

〃
田
中
３々２‐１１

〃
齊
藤
茂
一

〃
宮
前
６‐８

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

竹
田
川
右
岸
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
８
４
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
が
平
成
１
８
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
姉
崎
晴
美

あ
わ
ら
市
田
中
２々３‐２

〃
川
�
正
規

〃
堀
江
十
楽
２５‐２５

〃
近
藤
善
勝

〃
布
目
３３‐５９

〃
土
橋
幸
夫

〃
田
中
２々３‐１１

〃
橋
本
哲
郎

〃
田
中
３々３‐９‐１

〃
山
田
由
一

〃
堀
江
十
楽２９‐７３‐１

〃
近
藤
敏
秋

〃
布
目
３２‐５８

〃
大
塚
俊
実

〃
布
目
３２‐８

〃
杉
本
秀
夫

〃
宮
前
６‐１４‐１

監
事
川
嵜
攻

〃
堀
江
十
楽
２５‐２０

〃
松
井
義
三

〃
田
中
３々２‐１１

〃
齊
藤
孝
一

〃
宮
前
５‐２３‐３

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
４
９
年
政
令
第

３
８
７
号
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基

準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
を
判
定
し
た

の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
価
格
判
定
の
基
準
日

平
成
１
８
年
７
月
１
日

２
基
準
地
の
所
在
、
単
位
面
積
当
た
り
の
価
格
等

６
，６４６
，０７０
，５３８

６
，４７８
，４９２
，７１６

前
期
繰
越
正
味
財
産
額

期
末
正
味
財
産
合
計
額
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（
１
１
）

基
準
地
に
係
る

都
市
計
画
法
そ

の
他
法
令
の
制

限
で
主
要
な
も

の１住
居

（
６０・２００

）
準
防

１
中
専

（
６０・２００

）

２
中
専

（
６０・２００

）
準
防

２
中
専

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）

２
中
専

（
６０・２００

）

１
低
専

（
６０・１００

）

１
中
専

（
６０・２００

）

１
低
専

（
６０・１００

）

１
住
居

（
６０・２ ００

）

１
低
専

（
５０・８０

）

１
中
専

（
６０・２００

）

１
中
専

（
６０・２００

）

（
１
０
）

基
準
地
の
鉄
道

そ
の
他
の
主
要

な
交
通
施
設
と

の
接
近
の
状
況

福
井
４５０
ｍ

福
井
１
．７
�

福
井
１
．９
�

福
井
１
．２
�

福
井
３
．８
�

越
前
開
発

６００
ｍ

福
井
２
．５
�

福
井
３
．３
�

福
井
５
．４
�

新
田
塚
４００
ｍ

新
田
塚
８５０
ｍ

森
田
２
．６
�

江
端
６９０
ｍ

（
９
）

基
準
地
に
つ
い
て

の
水
道
、
ガ
ス
供

給
施
設
お
よ
び
下

水
道
の
整
備
の
状

況
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水
水

道
ガ

ス
下

水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

（
８
）

基
準
地
の
前

面
道
路
の
状

況東
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

北
西
６
ｍ

市
道

北
１０
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

北
４
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

南
西
６
ｍ

市
道

（
７
）

基
準
地
の
周
辺
の
土
地
の
利
用
の
現
況

旧
来
か
ら
中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地

域一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
く
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
、ア
パ
ー
ト
等
が
混
在
す
る
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

大
中
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
い
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

（
６
）

基
準
地
の
利

用
の
現
況

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

事
務
所
兼

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｓ
２

（
５
）

基
準
地

の
形
状

１：３

１：１
．２

２：１

１：３

１：１
．５

１：２

１：１
．２

１：１
．５

１：１

１：１

１：２
．５

１：２

１：１
．２

（
４
）

基
準
地
の

地
積

（
㎡
）

１０２

１４７

１４２

２２７

２６０

１９９

２０８

２５０

２２３

２００

１８８

２００

２１９

（
３
）

基
準
地
の
１
平

方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
の
価
格

（
円
）

１０９
，０００

８０
，０００

８７
，８００

８７
，５００

７３
，５００

７８
，２００

７９
，２００

７８
，８００

７２
，０００

７７
，０００

８０
，２００

５０
，５００

５８
，４００

（
２
）

基
準
地
の
所
在
お
よ
び
地
番
な
ら
び

に
住
居
表
示

福
井
市
手
寄
２
丁
目
２１０
番
２

「
手
寄
２
－
４
－
９
」

西
木
田
３
丁
目
１４０８

番
外

「
西
木
田
３
－
１４
－
３
」

足
羽
１
丁
目
２２０３

番
外

「
足
羽
１
－
２３
－
５
」

城
東
４
丁
目
４２０
番

「
城
東
４
－
４
－
３
」

若
杉
浜
３
丁
目
２０１
番
４

西
開
発
１
丁
目
１１０５

番
５
外

み
の
り
３
丁
目
３３７
番

「
み
の
り
３
－
２６
－
２３
」

経
田
１
丁
目
６０２
番

運
動
公
園
１
丁
目
３７０２

番

新
田
塚
１
丁
目
３１４８

番
「
新
田
塚
１
－
３１
－
１４
」

灯
明
寺
２
丁
目
１２１３

番
１

つ
く
し
野
２
丁
目
６０３
番

大
島
町
９
字
中
割
５５
番
外

（
１
）

基
準

地
番

号

福
井（
県
）
１２３４５６７８９１０１１１２１３

（
１
）
宅
地
お
よ
び
宅
地
見
込
地
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１
住
居

（
６０・２００

）
準
防

１
住
居

（
６０・２００

）
準
防

１
住
居

（
６０・２００

）

１
中
専

（
６０・２００

）

１
中
専

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）
準
防

１
住
居

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）

２
中
専

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）

１
中
専

（
６０・２００

）

２
中
専

（
６０・２００

）

２
中
専

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）

田
原
町
３００
ｍ

福
井
１
．５
�

福
井
２
．５
�

森
田
１
．３
�

福
井
４
．２
�

福
井
１
．７
�

福
井
３
．５
�

花
堂
８５０
ｍ

福
井
４
．３
�

福
井
４
．３
�

新
田
塚
９００
ｍ

福
井
２
．９
�

福
井
２
．２
�

福
井
３
．２
�

花
堂
７５０
ｍ

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

北
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

北
西
６
ｍ

市
道

南
６
ｍ
市
道

西
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

南
５
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
い
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
区
画
整
然
と
し
た
住
宅
地

域中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
主
と
し
て
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
つ
つ
あ
る
区
画
整
然
と
し
た
新

興
住
宅
地
域

一
般
住
宅
の
ほ
か
工
場
、倉
庫
等
が
見
ら
れ
る
住
宅
地
域

一
般
住
宅
、ア
パ
ー
ト
等
が
混
在
す
る
新
興
住
宅
地
域

一
般
住
宅
の
ほ
か
事
務
所
等
も
見
ら
れ
る
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
分
譲
住
宅
地
域

一
般
住
宅
の
中
に
空
地
等
が
見
ら
れ
る
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
、ア
パ
ー
ト
、貸
家
が
混
在
す
る
住
宅

地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

住
宅
Ｓ
３

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：２

１：１
．５

１：１
．２

１：２

１：１
．２

１：２

１：１
．５

１：２

２：１

１：２
．５

１：１
．５

１：１
．５

１：１
．５

１：２

１：１
．５

９９

２９３

３５６

１６５

２１９

２６５

２００

２６１

１４０

２１５

２２５

２７１

１８２

１６５

２０９

９４
，５００

１ ０８
，０００

８４
，０００

５０
，０００

６８
，５００

８９
，５００

６８
，０００

８２
，０００

７２
，２００

６９
，０００

７２
，０００

８１
，５００

７５
，６００

６４
，５００

６８
，５００

田
原
２
丁
目
１８１４

番
「
田
原
２
－
２８
－
１４
」

松
本
３
丁
目
８１０
番

「
松
本
３
－
８
－
１４
」

町
屋
２
丁
目
４０５
番
外

「
町
屋
２
－
６
－
３
」

上
森
田
４
丁
目
９２４
番

三
郎
丸
町
２５
字
東
松
田
１
番
２３

松
本
２
丁
目
２７１３

番
「
松
本
２
－
２７
－
１８
」

下
馬
２
丁
目
１６０２

番

木
田
町
２６１３

番

福
１
丁
目
２１１２

番

高
木
中
央
２
丁
目
２８１１

番
１

八
ツ
島
町
１４
字
町
田
２
番
６
外

大
東
１
丁
目
８０４
番

「
大
東
１
－
８
－
９
」

光
陽
１
丁
目
１８１８

番
「
光
陽
１
－
１８
－
１８
」

加
茂
河
原
町
２１
字
水
深
２
番
８
外

花
堂
北
２
丁
目
２５７１

番
７４

「
花
堂
北
２
－
３１
－
２６
」

１４１５
※
◎

１６
※
◎

１７１８１９２０２１２２
※
◎

２３２４２５２６２７２８
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工
業

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

１
中
専

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

１
住
居

（
６０・２００

）

商
業

（
８０・６００

）
防
火

商
業

（
８０・６００

）
防
火

近
商

（
８０・２００

）

商
業

（
８０・４００

）
準
防

商
業

（
８０・４００

）
準
防

越
前
花
堂

５５０
ｍ

市
波
近
接

越
前
大
宮

１００
ｍ

福
井
２４
�

福
井
２５
�

福
井
２９
．５
�

福
井
７
．４
�

福
井
１３
�

福
井
１３
．５
�

越
前
東
郷

３００
ｍ

福
井
１００
ｍ

福
井
４７０
ｍ

福
井
２
．７
�

福
井
８００
ｍ

福
井
５００
ｍ

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

北
６
ｍ
市
道

東
５
．８
ｍ

市
道

南
３
ｍ
市
道

南
東
３
ｍ

市
道

西
１
．５
ｍ

市
道

北
西
２
ｍ

市
道

北
６
ｍ
市
道

南
東
４
ｍ

市
道

西
４
．５
ｍ

市
道

南
側
道

南
２
ｍ

未
舗
装
道
路

北
８
ｍ
市
道

西
１１
ｍ
市
道

北
１６
ｍ
市
道

東
１１
ｍ
市
道

北
２７
ｍ
県
道

住
宅
、事
業
所
、事
務
所
等
が
混
在
す
る
既
成
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
一
般
住
宅
も
混
在
す
る
住
宅

地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
漁
家
住
宅
を
中
心
と
し
一
般
住
宅
等
も
混
在
す
る
住

宅
地
域

一
般
住
宅
、在
来
の
漁
家
住
宅
等
が
混
在
す
る
住
宅
地
域

在
来
の
漁
家
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
区
画
整
然
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
農
村
集
落
地
域

越
前
東
郷
駅
北
背
後
に
土
地
改
良
未
了
の
農
地
が
広
が
る
宅

地
見
込
地
地
域

中
層
ビ
ル
お
よ
び
小
売
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
駅
前
商
業
地
域

小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
普
通
商
業
地
域

小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

中
層
ビ
ル
、店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

中
低
層
の
店
舗
や
店
舗
兼
住
宅
が
多
い
商
業
地
域

住
宅
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

田店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
６
Ｆ
１
Ｂ

店
舗
兼
事
務

所
Ｒ
Ｃ
３

店
舗
兼
事
務

所
Ｓ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
６

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

１：２

１：２
．５

台
形

１
．５：１

１：１
．５

１：２

不
整
形

１：１
．２

１：１

１：２

１：１
．２

１：２
．５

不
整
形

１：２
．５

１：２
．５

１：１
．２

１：２

１：２

２６２

５０８

４４５

１１２８５

２６１

２０９

６０１

３５５

４８９

２１２

１１９

４１４

１４９

３１７

７０
，０００

１９
，８００

８
，５００

３０
，４００

４１
，０００

２０
，８００

４３
，２００

１１
，８００

１７
，９００

９
，８００

３４８
，０００

２００
，０００

１０５
，０００

１９８
，０００

１３０
，０００

花
堂
中
２
丁
目
２２２０

番
外

「
花
堂
中
２
－
２２
－
３１
」

市
波
町
２３
字
蔵
ノ
下
１０
番
１
外

大
宮
町
２８
字
西
谷
３２
番
１
外

大
味
町
３８
字
志
屋
ノ
木
４５
番
４
外

蒲
生
町
１１
字
南
出
道
之
下
５５
番

居
倉
町
３８
字
宅
地
２４
番

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
１
丁
目
１４４
番

山
内
町
１７
字
野
向
７
番

在
田
町
５
字
下
一
目
２８
番
１
外

上
毘
沙
門
町
１
字
馬
正
面
２４
番

中
央
１
丁
目
２４１２

番
外

「
中
央
１
－
１
－
７
」

大
手
３
丁
目
４１０
番

「
大
手
３
－
５
－
８
」

学
園
２
丁
目
１０９
番

「
学
園
２
－
１
－
２０
」

順
化
２
丁
目
２４１１

番
「
順
化
２
－
６
－
１８
」

豊
島
２
丁
目
９０４
番
外

「
豊
島
２
－
７
－
４
」

２９３０３１３２３３３４３５３６３７

３
－
１

５
－
１

５
－
２

５
－
３

５
－
４

５
－
５
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近
商

（
８０・３００

）
準
防

商
業

（
８０・４００

）
準
防

近
商

（
８０・２００

）

近
商

（
８０・２００

）

商
業

（
８０・６００

）
防
火

商
業

（
８０・４００

）
準
防

近
商

（
８０・２００

）

近
商

（
８０・２００

）
準
防

近
商

（
８０・２００

）
準
防

１
住
居

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

準
工

（
６０・ ２００

）

準
工

（
６０・２００

）

準
工

（
６０・２００

）

福
井
１
．２
�

福
井
１
．１
�

森
田
８００
ｍ

越
前
東
郷

３００
ｍ

福
井
近
接

福
井
１
�

福
井
３
．７
�

福
大
前
西
福
井

２００
ｍ

福
井
２
�

福
井
４
�

美
山
６００
ｍ

福
井
２５
�

福
井
４
．１
�

福
井
２
．９
�

福
井
２
�

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

南
２７
ｍ
市
道

東
２７
ｍ
県
道

西
１５
ｍ
県
道

北
５
ｍ
県
道

南
東
２０
ｍ

県
道

東
３６
ｍ
県
道

東
２０
ｍ
市
道

北
東
１６
ｍ

県
道

西
１７
ｍ
県
道

西
１５
ｍ
市
道

北
東
８
ｍ

国
道

背
面
道

西
７
．５
ｍ

国
道

東
２７
ｍ
国
道

背
面
道

東
１４
ｍ
県
道

背
面
道

南
２０
ｍ
県
道

小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
普
通
商
業
地
域

低
中
層
の
小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

日
用
品
を
主
体
と
し
た
小
売
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地

域小
売
店
舗
、医
院
、一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

中
層
の
店
舗
ビ
ル
が
建
ち
並
ぶ
駅
前
の
商
業
地
域

中
層
の
事
務
所
ビ
ル
等
が
建
ち
並
ぶ
既
成
商
業
地
域

店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

低
中
層
の
小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

国
道
沿
い
に
店
舗
、工
場
お
よ
び
一
般
住
宅
が
混
在
す
る
路

線
商
業
地
域

小
売
店
舗
を
中
心
と
し
た
国
道
沿
い
の
既
成
商
業
地
域

低
層
の
店
舗
等
が
増
え
つ
つ
あ
る
国
道
沿
い
の
路
線
商
業
地

域県
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

医
院
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

店
舗
兼
事
務

所
Ｓ
２

店
舗
兼
共
同

住
宅
Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

事
務
所
兼
倉

庫
Ｓ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
２

店
舗
Ｒ
Ｃ
２

店
舗
Ｓ
２

店
舗
兼
倉
庫

Ｓ
４

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
４

１：２
．５

１：３

１：３

１：４

１：２
．５

１：１
．２

１：１

台
形
１：２

１：２
．５

１：２

不
整
形

１：１

１：３

１：３

不
整
形

１：３

１：１
．２

１５２

１４１

２０８

３８０

１６５

２８３

７２８

２８４

１３４

５４２

６３６

１３７

８７４

１
，０２１

７０３

１ ３２
，０００

１３６
，０００

６９
，８００

５３
，２００

３８５
，０００

１２０
，０００

９１
，０００

１０５
，０００

８８
，５００

９０
，０００

２２
，５００

５５
，０００

１０３
，０００

９８
，０００

９７
，９００

松
本
３
丁
目
２０９
番

「
松
本
３
－
２
－
８
」

照
手
１
丁
目
６１５
番

「
照
手
１
－
６
－
１８
」

八
重
巻
東
町
１７
の
１４
番
２
外

東
郷
二
ケ
町
３６
字
上
町
２６
番
外

大
手
２
丁
目
２００２

番
「
大
手
２
－
６
－
１
」

毛
矢
２
丁
目
５０３
番
外

「
毛
矢
２
－
５
－
３
」

文
京
７
丁
目
１８１４

番
「
文
京
７
－
１８
－
２８
」

文
京
４
丁
目
９０５
番

「
文
京
４
－
９
－
３３
」

昭
和
町
１３１
番
１
外

「
み
の
り
１
－
２６
－
１５
」

飯
塚
町
８
字
上
平
佐
１３０
番
１

品
ケ
瀬
町
２０
字
縫
上
ケ
橋

３・４
番
合
併
２
外

茱
崎
町
２
字
大
門
２５
番
２
外

開
発
町
１
字
竹
政
３０
番
１
外

（
市
場
周
辺
５７
街
区
６
－
１
外
）

二
の
宮
２
丁
目
３１０５

番
１
外

「
二
の
宮
２
－
３１
－
３４
」

御
幸
４
丁
目
１００９

番
外

「
御
幸
４
－
１０
－
３３
」

５
－
６

５
－
７

５
－
８

５
－
９

５
－
１０

※
◎

５
－
１１

※
◎

５
－
１２

５
－
１３

５
－
１４

５
－
１５

５
－
１６

５
－
１７

７
－
１

７
－
２

７
－
３
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準
工

（
６０・２００

）

準
工

（
６０・２００

）

準
工

（
６０・２００

）

準
工

（
６０・２００

）

準
工

（
６０・２００

）
準
防

準
工

（
６０・２００

）

準
工

（
６０・２００

）

「
調
区
」

（
６０・２００

）

「
調
区
」

（
６０・２００

）

「
調
区
」

（
６０・２００

）

「
調
区
」

（
６０・２００

）

「
調
区
」

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

福
井
４
．９
�

福
井
７
�

福
井

３
．２
�

福
井
２
．５
�

福
井
１
．９
�

安
川
病
院
前

近
接

福
井
３
．９
�

福
井
８
．５
�

三
十
八
社

１
．２
�

鷲
塚
針
原

２７０
ｍ

東
藤
島
４００
ｍ

福
井
９
．２
�

敦
賀
３
．９
�

西
敦
賀
４００
ｍ

敦
賀
１
．４
�

水
道

下
水

水
道

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

水
道

水
道

水
道

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

水
道

下
水

北
１２
ｍ
市
道

西
１３
．５
ｍ

県
道

南
側
道

東
１６
ｍ
県
道

西
１６
ｍ
市
道

北
西
２０
ｍ

県
道

北
１２
ｍ

区
画
街
路

背
面
道

北
東
２０
ｍ

県
道

北
東
６
ｍ

市
道

北
６
ｍ
市
道

南
４
ｍ
市
道

西
側
道

南
５
ｍ
市
道

西
側
道

南
５
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

北
３
．７
ｍ

市
道

店
舗
、倉
庫
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

県
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

県
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

幹
線
市
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業

地
域

店
舗
併
用
住
宅
、一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

病
院
、郊
外
型
店
舗
、コ
ン
ビ
ニ
、駐
車
場
等
が
見
ら
れ
る
商

業
地
域

事
務
所
、店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
既
成
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

工
場
兼
住
宅

Ｗ
２

店
舗
兼
事
務

所
Ｓ
２

店
舗
兼
倉
庫

Ｓ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
Ｓ
１

事
務
所
Ｓ
３

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：１
．２

１：２

１：１
．５

１：２

１：３

１：２
．５

台
形
１：１

１：１

１：１
．５

１：１
．５

不
整
形

１
．５：１

台
形

１：１
．２

１：１

１：１
．５

台
形
１：１

３９６

７０４

３８６

４４２

１１１

３
，３７９

８３９

２５７

１８３

７６０

１
，２３２

５６１

２４１

２４１

２４１

８４
，０００

６３
，６００

９９
，０００

８４
，５００

９１
，０００

９１
，０００

７３
，０００

３９
，６００

４０
，５００

２９
，１００

２８
，０００

２０
，１００

６０
，５００

４４
，７００

５２
，０００

江
守
中
町
７
字
定
木
２９
番
５
外

浅
水
町
１０４
字
庄
境
７
番

二
の
宮
５
丁
目
７０４
番

「
二
の
宮
５
－
７
－
２５
」

開
発
１
丁
目
２１４
番
外

志
比
口
２
丁
目
４０８
番
内

「
志
比
口
２
－
４
－
８
」

大
和
田
町
２０
字
島
田
３０
番

（
市
場
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業
１５３

街
区
１０
番
）

別
所
町
１８
字
十
一
割
９
番
１
外

四
十
谷
町
３
字
中
割
３５
番
１

森
行
町
２０
字
馬
除
１
番
２２

川
合
鷲
塚
町
１５
字
中
宅
地
４５
番

藤
島
町
３８
字
天
王
社
２
番
１
外

三
留
町
３９
字
清
水
垣
内
９
番

敦
賀
市
新
和
町
２
丁
目
２９
番
１４

「
新
和
町
２
－
２９
－
１４
」

山
泉
２８
号
七
反
田
４
番
２７

三
島
町
２
丁
目
１３３２

番
外

「
三
島
町
２
－
１３
－
２３
」

７
－
４

７
－
５

７
－
６

７
－
７

７
－
８

７
－
９

７
－
１０

１０
－
１

１０
－
２

１０
－
３

１０
－
４

１０
－
５

敦
賀（
県
）
１２３
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（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
６０・１００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）
準
防

（
都
）商
業

（
８０・４００

）
防
火

（
都
）商
業

（
８０・４００

）
準
防

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）工
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

敦
賀
２
．３
�

敦
賀
３
．３
�

敦
賀
４
．５
�

敦
賀
５
．２
�

敦
賀
３
．３
�

敦
賀
１
．３
�

敦
賀
１
．４
�

敦
賀
８００
ｍ

敦
賀
３
．９
�

敦
賀
２
．３
�

敦
賀
４
．１
�

小
浜
１
．３
�

東
小
浜
３７０
ｍ

小
浜
１
．６
�

小
浜
２
．４
�

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

南
３
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

東
４
．２
ｍ

市
道

南
６
ｍ
市
道

北
１５
ｍ
県
道

東
２５
ｍ
市
道

南
１５
ｍ
市
道

東
２２
ｍ
県
道

西
２０
ｍ
県
道

背
面
道

北
８
ｍ
市
道

西
側
道

東
５
．５
ｍ

市
道

東
６
ｍ
市
道

北
西
６
ｍ

市
道

北
東
５
．５
ｍ

市
道

旧
来
か
ら
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
く
認
め
ら
れ
る
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
の
中
に
共
同
住
宅
等
が
見
ら
れ
る
区
画

整
理
済
の
住
宅
地
域

事
務
所
、店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

事
務
所
、店
舗
お
よ
び
併
用
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地

域飲
食
店
や
物
品
販
売
店
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

県
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

大
中
規
模
の
工
場
が
散
在
す
る
工
業
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
を
中
心
と
す
る
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

事
務
所
兼
住

宅
Ｒ
Ｃ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
Ｗ
２

事
務
所
兼
住

宅
Ｓ
３

倉
庫
Ｗ
１

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：３

１：２

１：２

１：１
．５

１：２

１
．５：１

１：１

１：３
．５

１：１
．２

１：１
．５

１
．５：１

１：２
．５

１：１
．５

１：１
．５

１：２
．５

１９８

２１３

２１４

２２７

１８７

３９７

３１ ４

１４０

３９６

３９７

１０
，７３０

１８４

２７９

３１２９９

４９
，０００

５８
，０００

５３
，０００

３０
，８００

７１
，５００

８３
，０００

８１
，０００

８６
，０００

９７
，０００

８４
，０００

１５
，０００

６６
，０００

５３
，９００

５１
，６００

３９
，６００

松
島
町
１１２７

番
外

「
松
島
町
１１
－
１１
」

櫛
川
町
２
丁
目
３０６
番
１

「
櫛
川
町
２
－
３
－
９
」

公
文
名
１５
号
木
戸
ノ
上
１４
番
５

莇
生
野
４１
号
奥
野
２４
番
２

野
神
４０
号
大
坪
２３４
番
８

三
島
町
１
丁
目
５４８
番
外

「
三
島
町
１
－
５
－
２８
」

相
生
町
５
番
２

「
相
生
町
５
－
２
」

清
水
町
１
丁
目
２３
番
２１

「
清
水
町
１
－
２３
－
１０
－
２
」

若
葉
町
１
丁
目
１６０４

番

昭
和
町
２
丁
目
２０
番
９

「
昭
和
町
２
－
２０
－
２８
」

原
２３
号
安
堵
詰
１
番
１
外

小
浜
市
小
浜
多
賀
７２
番
９

遠
敷
５
丁
目
２０３
番
１
外

青
井
１０
号
川
東
７７
番
５

小
松
原
３
号
大
西
５７
番

４５６７８
◎

５
－
１

５
－
２

５
－
３

７
－
１

７
－
２

９
－
１

小
浜（
県
）
１２３４
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（
都
）商
業

（
８０・４００

）
準
防

（
都
）近
商

（
８０・２００

）
準
防

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
５０・８０

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）

（
７０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

県
立
公
普
通

「
都
計
外
」

県
立
公
普
通

（
都
）商
業

（
８０・３００

）
準
防

「
都
計
外
」

県
立
公
普
通

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

小
浜
８０
ｍ

小
浜
８５０
ｍ

東
小
浜
１
．５
�

越
前
大
野

１
．１
�

越
前
大
野

１
．３
�

越
前
大
野

２
．５
�

越
前
大
野

１
．５
�

北
大
野

１
．８
�

九
頭
竜
湖

１
�越
前
下
山

１
�越
前
大
野

１５０
ｍ

九
頭
竜
湖

４００
ｍ

越
前
大
野

８００
ｍ

勝
山
２
．２
�

勝
山
２
．２
�

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

西
１５
ｍ
国
道

南
東
６
ｍ

市
道

北
１１
ｍ
国
道

背
面
道

西
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

西
４
ｍ
市
道

東
５
．５
ｍ

市
道

西
５
ｍ
市
道

北
側
道

南
４
．７
ｍ

市
道

北
西
８
．２
ｍ

市
道

南
１３
ｍ
国
道

西
側
道

東
１６
ｍ
国
道

東
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

小
売
店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
駅
前
商
店
街

小
規
模
の
店
舗
を
中
心
と
し
一
般
住
宅
も
混
在
す
る
近
隣
商

業
地
域

各
種
の
事
務
所
、店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
い
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
い
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
く
見
ら
れ
る
普
通
住
宅
地
域

一
般
住
宅
の
ほ
か
作
業
所
、農
家
住
宅
等
が
混
在
し
農
地
や

空
地
も
残
る
住
宅
地
域

中
規
模
の
住
宅
が
多
い
山
間
部
の
山
村
集
落
地
域

中
規
模
の
住
宅
が
点
在
す
る
山
間
部
の
山
村
集
落
地
域

各
種
小
売
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
駅
前
商
業
地
域

小
売
店
舗
、事
務
所
、一
般
住
宅
等
が
混
在
す
る
地
域

営
業
所
、店
舗
等
が
混
在
す
る
路
線
商
業
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
区
画
整
然
と
し
た
住
宅
地

域一
般
住
宅
を
中
心
と
す
る
区
画
整
然
と
し
た
住
宅
地
域

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

事
務
所
兼
工

場
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：３

台
形

１：４
．５

１：２

１：３

１：２

１：１
．２

台
形
１：１

台
形

１：１
．５

台
形

１
．２：１

１：１

不
整
形

１：２
．５

１：２
．５

１：２
．５

台
形
１：１

１：１
．５

２１７

２２０

７７４

２１４

２１７

２５１

１４２

３３８

３３５

４４６

２７４

６５８

４７６

３８９

３１１

９１
，０００

６３
，８００

７０
，０００

３９
，８００

３７
，９００

３０
，０００

２９
，０００

２８
，３００

２
，３５０

２
，２５０

５５
，０００

１２
，１００

６３
，７００

３２
，３００

３５
，３００

駅
前
町
１９
号
２５
番
外

「
駅
前
町
７
－
３
」

小
浜
鹿
島
４１
番
外

多
田
９
号
下
深
田
７
番

大
野
市
美
里
町
８０９
番
内

中
荒
井
町
１
丁
目
１０７
番

右
近
次
郎
４０
字
大
泉
２４
番

１３７
字
義
景
ノ
一
１６
番
１４

「
泉
町
１２
－
３３
」

友
江
１２
字
西
五
反
田
２３
番
２
外

川
合
１６
字
カ
ナ
ケ
１３
番
１
内

下
山
７
字
阪
村
下
３５
番

日
の
出
３５
番
３
外

「
日
吉
町
１９
－
５
」

朝
日
３５
字
石
亀
７
番
１７

月
美
町
６１４
番

「
月
美
町
６
－
１４
」

勝
山
市
郡
町
１
丁
目
１９４
番
内

「
郡
町
１
－
２
－
４３
」

旭
町
２
丁
目
４１７
番
１
外

「
旭
町
２
－
２
－
２９
」

５
－
１

５
－
２

７
－
１

大
野（
県
）
１２３４５６７

５
－
１

５
－
２

７
－
１

勝
山（
県
）
１

◎

２
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（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）
準
防

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
６０・１００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・１５０

）

（
都
）商
業

（
８０・５００

）
防
火

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

勝
山
２
．３
�

勝
山
１
．３
�

勝
山
１
．４
�

勝
山
２
．６
�

水
落
８６０
ｍ

�
江
１
．１
�

�
江
８
．５
�

�
江
１
．１
�

神
明
３
．７
�

神
明
２
．３
�

神
明
１
． ４
�

�
江
２００
ｍ

�
江
１
�

神
明
１
．２
�

�
江
５００
ｍ

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

南
６
ｍ
市
道

北
３
．６
ｍ

市
道

北
東
１３
ｍ

県
道

南
２２
ｍ
県
道

南
６
ｍ
市
道

西
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

北
６
．５
ｍ

未
舗
装
道
路

南
２２
ｍ
県
道

西
１６
ｍ
市
道

北
西
１６
ｍ

市
道

東
２６
ｍ
国
道

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

一
般
住
宅
を
中
心
と
し
小
売
店
舗
も
混
在
す
る
既
成
住
宅
地

域事
務
所
ビ
ル
、小
売
店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

店
舗
、事
務
所
、倉
庫
等
が
建
ち
並
ぶ
新
興
の
路
線
商
業
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
つ
つ
あ
る
区
画
整
然
と
し
た
新

興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
比
較
的
新
し
い
住
宅
地
域

一
般
住
宅
、工
場
、倉
庫
等
が
混
在
す
る
住
宅
地
域

旧
来
の
村
落
に
近
接
し
一
般
住
宅
が
散
在
す
る
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
つ
つ
あ
る
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
び
周
辺
に
は
農
地
も
多
く
残

る
新
興
住
宅
地
域

周
辺
が
宅
地
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
熟
成
度
の
高
い
地
域

店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
駅
前
商
業
地
域

店
舗
、事
務
所
等
が
建
ち
並
ぶ
ほ
か
、一
般
住
宅
等
も
認
め
ら

れ
る
商
業
地
域

中
小
工
場
、事
務
所
、店
舗
等
が
混
在
す
る
地
域

国
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
が
建
ち
つ
つ
あ
る
郊
外
路
線
商

業
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

事
務
所
兼
倉

庫
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

田店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

住
宅
Ｓ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

１：１
．２

１：２
．５

１：２

１：２

１：１
．５

１：２

１
．５：１

１：１

１：２

１：１
．５

１：１
．５

１：２

１：３

１：２

台
形

１：１
．５

２４８

３０７

１４２

７４３

２８３

３２５

１９５

１９８

２２３

２０７

１
，６１２

１８５

２９９

４０２

１
，０２５

２７
，５００

３４
，７００

６８
，４００

４４
，４００

５６
，５００

５７
，８００

２８
，５００

５１
，４００

３１
，５００

３３
，８０ ０

２３
，０００

８８
，６００

６２
，５００

６０
，９００

７２
，５００

長
山
町
２
丁
目
７３２
番
７

「
長
山
町
２
－
７
－
３１
」

元
禄
６
字
榎
３
番
５

「
元
町
２
－
１０
－
６
」

元
町
１
丁
目
６４６
番
外

「
元
町
１
－
６
－
２１
」

郡
町
３
丁
目
３０７
番

�
江
市
水
落
町
１
丁
目
１４１７

番
外

「
水
落
町
１
－
１４
－
３３
－
７
」

住
吉
町
３
丁
目
１０１８

番
「
住
吉
町
３
－
１０
－
１９
」

莇
生
田
町
１３
字
奥
向
田
１
番
・２
番
・３

番
合
併
７

定
次
町
１７１
番

吉
谷
町
１１７
番

小
泉
町
２８
字
仲
町
１
番
２１

北
野
町
１４
字
永
田
３９
番

旭
町
１
丁
目
９０５
番

「
旭
町
１
－
９
－
４
」

東
�
江
３
丁
目
３０７
番

「
東
�
江
３
－
３
－
７
」

丸
山
町
１
丁
目
３１５
番

「
丸
山
町
１
－
３
－
１８
」

柳
町
３
丁
目
５１９
番

「
柳
町
３
－
５
－
２９
」

３４

５
－
１

７
－
１

�
江（
県
）
１２３４５６

３
－
１

５
－
１

７
－
１

７
－
２

７
－
３
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（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）商
業

（
８０・４００

）

（
都
）商
業

（
８０・４００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）
準
防

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

あ
わ
ら
湯
の

ま
ち

６００
ｍ

芦
原
温
泉

１
�本
荘
１
�

芦
原
温
泉

８００
ｍ

芦
原
温
泉

８００
ｍ

あ
わ
ら
湯
の

ま
ち

４００
ｍ

あ
わ
ら
湯
の

ま
ち

４８０
ｍ

芦
原
温
泉

５００
ｍ

芦
原
温
泉

１
．７
�

武
生
６００
ｍ

武
生
２
．１
�

武
生
５
．３
�

武
生
２
．２
�

家
久
５００
ｍ

武
生
３
．２
�

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

水
道

水
道

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

東
５
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

北
西
６
ｍ

市
道

東
６
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

東
８
ｍ
県
道

西
１１
ｍ
県
道

西
１１
ｍ
市
道

西
１８
ｍ
県
道

背
面
道

北
６
ｍ
市
道

西
８
ｍ
市
道

北
東
８
ｍ

市
道

南
６
ｍ
市
道

西
６
ｍ
市
道

西
６
．５
ｍ

市
道

中
規
模
の
一
般
住
宅
を
主
と
す
る
普
通
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
く
見
ら
れ
る
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
つ
つ
あ
る
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
市
街
地

小
売
店
舗
、一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

事
務
所
、店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

店
舗
、事
務
所
、一
般
住
宅
等
が
混
在
し
て
建
ち
並
ぶ
近
隣
商

業
地
域

店
舗
や
中
小
工
場
が
混
在
す
る
路
線
商
業
地
域

一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外
の
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
３

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

工
場
兼
事
務

所
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｒ
Ｃ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：２

１：３

１：１
．５

１：２

１：２

１：２
．５

２：１

１：３
．５

１：３
．５

１：１
．５

１：１
．２

１：１
．２

１：１

１：１
．２

１：１

１９１

２３４

２００

１６４

１６６

１６２

４６８

１６０

９４３

１００

２３０

２１５

２５６

２０６

３３８

４１
，５００

４３
，５００

３１
，１００

４０
，５００

３６
，０００

６７
，１００

７３
，４００

５１
，５００

５３
，０００

６２
，０００

５３
，０００

３４
，０００

５９
，５００

５０
， ０００

４２
，５００

あ
わ
ら
市
田
中
３々
字
奥
割
２５
番
２２

市
姫
３
丁
目
１１０４

番
「
市
姫
３
－
１１
－
３
」

上
番
４０
字
猿
掛
１２
番
４７

春
宮
３
丁
目
６２４
番

「
春
宮
３
－
１７
－
１８
」

市
姫
２
丁
目
８０６
番
４

「
市
姫
２
－
２３
－
１５
」

二
面
４１
字
下
五
反
田
２０
番
４

舟
津
３
丁
目
１６
番
外

市
姫
１
丁
目
２０５
番
８

「
市
姫
１
－
１０
－
１１
」

大
溝
２
丁
目
６０４
番
外

「
大
溝
２
－
６
－
１４
」

越
前
市
国
府
２
丁
目
６７
番
２

「
国
府
２
－
８
－
２８
」

押
田
１
丁
目
６
字
三
条
１７
番
１５
外

「
押
田
１
－
１３
－
２０
」

宮
谷
町
４８
字
下
円
道
保
１
番
３４

村
国
３
丁
目
３１
番
１３

家
久
町
８２
字
中
石
之
塔
１
番
３６

行
松
町
１
丁
目
１３
番

あ
わ
ら（
県
）１

◎

２３４５

５
－
１

５
－
２

５
－
３

７
－
１

福
井
越
前（
県
）１２

◎

３４５６
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（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
６０・１００

）

（
都
）商
業

（
８０・３００

）
準
防

（
都
）近
商

（
８０・２００

）
準
防

（
都
）近
商

（
８０・２００

）
準
防

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

武
生
４
．５
�

武
生
７
．３
�

武
生
８
�

武
生
６
．６
�

武
生
６００
ｍ

武
生
２
�

武
生
８００
ｍ

武
生
６
．８
�

武
生
１
．８
�

西
武
生
１
�

武
生
３
．４
�

武
生
８
．１
�

丸
岡
９００
ｍ

丸
岡
４００
ｍ

下
兵
庫
４４０
ｍ

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

南
６
ｍ
県
道

南
４
ｍ
市
道

西
６
ｍ
市
道

北
５
ｍ
市
道

背
面
道

北
１５
ｍ
国
道

背
面
道

南
１６
ｍ
県
道

南
９
ｍ
県
道

南
７
ｍ
国
道

西
１８
ｍ
県
道

西
１２
ｍ
市
道

東
２７
ｍ
国
道

北
１２
ｍ
市
道

南
５
．５
ｍ

市
道

南
西
８
ｍ

県
道

背
面
道

東
９
ｍ
市
道

旧
来
か
ら
の
農
村
住
宅
が
建
ち
並
び
小
売
店
舗
等
も
混
在
す

る
住
宅
地
域

旧
来
か
ら
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
住
宅
が
散
在
す
る
新
興
住
宅
地
域

比
較
的
新
し
い
中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地

域小
売
店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

小
売
店
舗
、金
融
機
関
等
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

小
売
店
舗
の
ほ
か
に
、一
般
住
宅
等
が
見
ら
れ
る
近
隣
商
業

地
域

旧
来
か
ら
の
小
売
店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

中
規
模
の
事
務
所
、店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

中
規
模
の
事
務
所
、店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

国
道
沿
い
に
店
舗
、事
業
所
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

事
業
所
、小
工
場
、住
宅
等
が
混
在
す
る
商
業
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

宅
地
造
成
さ
れ
た
中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
郊
外

の
住
宅
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
事
務

所
Ｓ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

事
務
所

Ｒ
Ｃ
４

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

事
務
所
兼
倉

庫
Ｓ
２

事
務
所
兼
車

庫
兼
住
宅

Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１
．２：１

１：３
．５

１：２

１：１

１：５

１：１
．２

１：３

１：２

１
．２：１

１：１
．５

１：２

台
形

１：１
．５

不
整
形

２：１

不
整
形

１：３

１：１

５００

２８９

３３７

２０６

１８６

４０７

１４ ５

１６７

４２９

３９５

９９１

７６４

４６８

４７２

２１７

２９
，６００

３７
，２００

４９
，１００

４２
，２００

７８
，０００

８３
，０００

７２
，０００

４８
，８００

７５
，０００

６４
，０００

７０
，０００

５４
，５００

１８
，４ ００

４３
，４００

３６
，０００

広
瀬
町
９９
字
北
土
亀
橋
１４
番
２
外

粟
田
部
町
２８
字
大
馬
場
８
番
４

粟
田
部
町
中
央
２
丁
目
１０３
番
４

粟
田
部
町
７１
字
下
来
耜
町
３
番
１９

元
町
７９
番
６
外

「
元
町
２
－
３７
」

国
高
２
丁
目
４４
字
片
井
田
３
番
９
外

神
明
町
２１３
番

「
神
明
町
４
－
１６
」

粟
田
部
町
２５
字
西
山
５０
番
９

日
野
美
１
丁
目
１８
番

「
日
野
美
１
－
３
－
２６
」

北
府
２
丁
目
１４
字
南
六
反
田

３
番
５
外

「
北
府
２
－
１５
－
１５
」

横
市
町
１０
字
四
ノ
縄
１
番
４
外

粟
田
部
町
３５
字
桐
木
小
森
４
番
４
外

坂
井
市
坂
井
町
宮
領
４９
字
北
平

３２
番
１
外

坂
井
町
長
畑
２３
字
堰
ノ
上
１７
番
３
外

坂
井
町
上
兵
庫
６７
字
中
埜
江
３０
番
１５

７８９１０

５
－
１

５
－
２

５
－
３

５
－
４

７
－
１

７
－
２

７
－
３

７
－
４

坂
井（
県
）
１２３
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（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
５０・８０

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
５０・８０

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

三
国
６００
ｍ

三
国
神
社

２
．３
�

三
国
神
社

７００
ｍ

丸
岡
４
．４
�

森
田
４
．２
�

丸
岡
４
．３
�

太
郎
丸
４５０
ｍ

春
江
３００
ｍ

西
長
田
７００
ｍ

丸
岡
２
．２
�

三
国
３２０
ｍ

丸
岡
４
．２
�

春
江
５００
ｍ

三
国
神
社

３００
ｍ

丸
岡
３
．４
�

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

南
８
．５
ｍ

市
道

北
東
６
．５
ｍ

市
道

西
６
ｍ
市
道

西
８
ｍ
市
道

北
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

西
６
ｍ
市
道

東
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

東
２０
ｍ
県
道

三
方
路

南
西
５
ｍ

市
道

北
１５
ｍ
県
道

西
１１
．５
ｍ

県
道

東
１３
ｍ
国
道

北
側
道

西
２８
ｍ
国
道

背
面
道

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
つ
つ
あ
る
区
画
整
然
と
し
た
新

興
住
宅
地
域

旧
来
か
ら
中
小
規
模
の
一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
既
成
市
街

地中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
の
中
に
空
地
も
見
ら
れ
る
新
興
住
宅
地

域中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
つ
つ
あ
る
新
興
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
く
見
ら
れ
る
住
宅
地
域

県
道
沿
い
に
店
舗
、事
務
所
等
が
散
在
し
空
地
も
見
ら
れ
る

地
域

店
舗
兼
住
宅
、一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
旧
来
か
ら
の
近
隣

商
業
地
域

低
層
の
小
売
店
舗
、一
般
住
宅
等
が
混
在
す
る
近
隣
商
業
地

域店
舗
や
事
務
所
が
建
ち
並
び
一
般
住
宅
等
も
混
在
す
る
近
隣

商
業
地
域

国
道
沿
い
に
店
舗
等
が
見
ら
れ
る
路
線
商
業
地
域

国
道
沿
い
に
沿
道
サ
ー
ビ
ス
関
連
の
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
路
線

商
業
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
倉
庫

Ｓ
２

店
舗
、事
務

所
兼
住
宅

Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

診
療
所
兼
住

宅
Ｗ
２

店
舗
兼
倉
庫

Ｓ
１

店
舗
兼
事
務

所
Ｓ
２

台
形
１：３

１：３

１：２

台
形
１：３

１：１
．５

１：２

１：１
．２

１：１

１：１
．５

１
．５：１

１：３

１：３

１：２
．５

１：２

１：１
．２

４２９

２２８

２１９

１９８

１９８

２０５

２２２

２９１

１８７

１
，４１１

２７１

１５４

２４４

６６０

８３７

４０
，８００

３２
，９００

４５
，０００

５１
，０００

５３
，４００

３７
，５００

４３
，５００

４７
，３００

４０
，２００

５８
，３００

４７
，５００

６０
，００ ０

６４
，５００

６１
，０００

６７
，０００

三
国
町
錦
３
丁
目
２５４
番
外

「
錦
３
－
６
－
１１
」

三
国
町
新
保
１１
字
５
町
目
山
方
２
番

三
国
町
三
国
東
２
丁
目
１４１
番

「
三
国
東
２
－
５
－
３２
」

丸
岡
町
巽
町
１
丁
目
５
番
２

丸
岡
町
新
九
頭
竜
２
丁
目
６６
番

丸
岡
町
一
本
田
福
所
３０
字
流
１
番
１６

春
江
町
西
太
郎
丸
４
字
上
杵
橋

４０
番
３７

春
江
町
中
筋
大
手
１３７
番
６
外

春
江
町
千
歩
寺
３５
字
三
反
縄
１
番
５４

坂
井
町
下
新
庄
１５
字
名
代
１
番
外

三
国
町
北
本
町
４
丁
目
７２
番

「
北
本
町
４
－
１
－
１２
」

丸
岡
町
西
瓜
屋
６
字
西
裏
２１
番

春
江
町
江
留
上
本
町
６
番
１４
外

三
国
町
三
国
東
６
丁
目
８１０
番
４
外

「
三
国
東
６
－
１
－
３
」

丸
岡
町
一
本
田
中
３４
字
末
延

５３
番
１
外

４５６７８９１０１１１２

５
－
１

５
－
２

５
－
３

５
－
４

７
－
１

７
－
２
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（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

１
住
居

（
６０・２００

）

１
低
専

（
６０・１００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

近
商

（
８０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

春
江
８００
ｍ

丸
岡
３
．３
�

永
平
寺
口

３５０
ｍ

永
平
寺
口

１
．２
�

光
明
寺
２００
ｍ

松
岡
８００
ｍ

松
岡
１
．７
�

松
岡
２
．５
�

越
前
竹
原

１２０
ｍ

山
王
７００
ｍ

永
平
寺
口

３００
ｍ

松
岡
４００
ｍ

山
王
１３０
ｍ

武
生
２５
．５
�

武
生
２１
�

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

西
１６
ｍ
県
道

東
１１
．５
ｍ

県
道

南
側
道

南
東
４
ｍ

町
道

北
東
９
ｍ

国
道

南
東
側
道

北
３
．５
ｍ

町
道

北
５
ｍ
町
道

南
西
６
ｍ

町
道

北
東
６
ｍ

町
道

北
８
．５
ｍ

県
道

南
４
ｍ
町
道

北
東
７
．５
ｍ

国
道

北
西
側
道

北
１５
ｍ
国
道

南
西
８
ｍ

県
道

北
西
側
道

西
５
ｍ
町
道

北
西
６
ｍ

国
道

県
道
沿
い
に
店
舗
、飲
食
店
、事
務
所
等
が
混
在
し
て
建
ち
並

ぶ
路
線
商
業
地
域

中
規
模
工
場
が
建
ち
並
ぶ
県
道
沿
い
の
工
業
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
、工
場
、空
地
等
が
混
在
す
る
地
域

農
家
住
宅
が
多
い
古
く
か
ら
の
住
宅
地
域

旧
来
か
ら
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
一
般
住
宅
の
ほ
か
共
同
住
宅
が
多
く
見
ら
れ
る
区
画

整
然
と
し
た
住
宅
地
域

一
般
住
宅
の
ほ
か
店
舗
、機
業
場
等
も
見
ら
れ
る
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

店
舗
併
用
住
宅
を
中
心
と
し
一
般
住
宅
等
も
混
在
す
る
商
業

地
域

中
低
層
の
事
務
所
や
店
舗
兼
住
宅
、一
般
住
宅
等
が
混
在
す

る
近
隣
商
業
地
域

店
舗
、住
宅
等
が
混
在
す
る
県
道
沿
い
の
商
業
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

工
場
Ｓ
２

住
宅
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
兼
事
務

所
Ｓ
Ｒ
Ｃ
２

事
務
所

Ｒ
Ｃ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：２

台
形
１：２

１：４
．５

台
形

１
．５：１

不
整
形

１：２
．５

１：３

１：１
．５

台
形
１：２

１：１
．５

台
形

１
．２：１

１：２
．５

１：１
．５

１： １

台
形
２：１

１：１
．２

２９０

６
，８５３９９

３６９

２３８

２９０

１６１

４１５

２５４

３６３

１０２

５４１

６１６

２００

５１９

６９
，０００

１６
，０００

３３
，９００

１９
，５００

１５
，１００

４８
，２００

４４
，５００

５３
， ０００

１２
，３００

９
，２００

４４
，５００

６５
，５００

２２
，０００

３
，３５０

４
，２００

春
江
町
江
留
下
屋
敷
１０９
番
１

坂
井
町
長
屋
７１
字
又
張
１
番
２
外

吉
田
郡
永
平
寺
町
東
古
市
１３
字

下
町
７３
番

鳴
鹿
山
鹿
１３
字
村
中
沖
６２
番
１
外

光
明
寺
１３
字
大
妙
敷
７
番
２
外

松
岡
春
日
２
丁
目
６５
番

松
岡
松
ケ
丘
１
丁
目
２７
番

松
岡
御
公
領
７０２
番

竹
原
４
字
北
村
内
２
番
７

清
水
４
字
寺
田
５
番
４

東
古
市
１３
字
下
町
６
番
２
外

松
岡
春
日
１
丁
目
３１
番
１
外

山
王
２３
字
下
千
原
田
１
番
４

今
立
郡
池
田
町
水
海
７ ２
字
大
門
町

２５
番
４

上
荒
谷
２２
字
谷
出
２２
番
１
外

７
－
３

９
－
１

永
平
寺（
県
）１２３４５６７８

５
－
１

５
－
２

５
－
３

池
田（
県
）
１２
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「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

国
定
公
特
別

（
２
種
）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

「
都
計
外
」

国
定
公
普
通

武
生
２１
．５
�

南
条
６００
ｍ

南
条
１
．６
�

南
条
１
．８
�

湯
尾
１
．５
�

今
庄
２
�

湯
尾
７
�

武
生
１７
�

武
生
１７
�

南
条
９６０
ｍ

今
庄
１００
ｍ

武
生
１７
�

武
生
２２
�

武
生
２４
�

武
生
２０
�

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

北
西
７
ｍ

国
道

北
東
５
ｍ

町
道

北
西
側
道

北
東
４
．５
ｍ

町
道

三
方
路

東
５
ｍ
町
道

北
４
．８
ｍ

町
道

西
４
ｍ
町
道

背
面
道

南
４
ｍ
町
道

北
西
側
道

東
３
．５
ｍ

町
道

南
西
５
ｍ

町
道

南
西
１３
ｍ

国
道

北
西
側
道

北
西
７
ｍ

町
道

背
面
道

西
９
ｍ
国
道

西
４
ｍ
町
道

東
４
ｍ
町
道

西
４
ｍ
町
道

日
用
品
を
主
体
と
し
た
小
売
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地

域農
家
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
古
く
か
ら
の
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
漁
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
漁
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

低
層
の
店
舗
、事
務
所
等
が
見
ら
れ
る
路
線
商
業
地
域

各
種
小
売
店
舗
を
中
心
と
し
一
般
住
宅
も
混
在
す
る
商
業
地

域小
売
店
舗
、旅
館
等
が
建
ち
並
ぶ
季
節
観
光
地

在
来
の
漁
家
住
宅
を
中
心
と
し
日
用
品
を
主
体
と
し
た
小
売

店
舗
も
混
在
す
る
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
い
住
宅
地
域

在
来
の
漁
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
Ｓ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

旅
館
Ｒ
Ｃ
５

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
３

１：２

台
形

１
．５：１

台
形

１：１
．２

１：１

台
形
１：１

台
形

１
．５：１

台
形

１
．５：１

台
形
２：１

１：１
．５

１：２

不
整
形

１：１
．５

台
形

１
．２：１

１：１
．２

１：１
．２

１：２

２１１

８０９

８０３

１９８

２２４

３１０

２６３

１３８

１３０

４９６

２５３

１９８９９８９

１７５

１４
，５００

２２
，２００

１４
，２００

２８
，２００

１３
，０００

６
，１００

４
，０００

３４
，２００

３６
，１００

４５
，５００

３３
，０００

５７
，３００

５６
，５００

５３
，５００

４２
，８００

寺
島
４
字
上
前
川
原
３
番
１
外

南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
１５
字
堂
畷

１４
番

上
野
３５
字
三
ノ
町
２０
番
１

日
野
１
番
８５

湯
尾
８８
字
野
箱
８
番
１
外

合
波
２２
字
西
前
川
原
５
番
１
外

古
木
１４
字
上
野
山
３
番
１
外

河
野
１９
字
八
幡
前
１４
番
２

甲
楽
城
９
字
上
此
上
５６
番
１

東
大
道
１２
字
矢
部
１６
番
１４

今
庄
７５
字
東
中
町
３７
番
１
外

糠
１２
字
南
瀬
３１
番
外

丹
生
郡
越
前
町
新
保
１３
字
滝
ケ
浜

２２
番
４

大
樟
８
字
河
南
５８
番
２１

高
佐
３１
字
飛
岩
１２
番
４
外

５
－
１

南
越
前（
県
）１２３４５６７８

５
－
１

５
－
２

５
－
３

越
前（
県
）
１２３

22福 井 県 報 第１７７２号平成１８年９月１９日（火）



（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
低
専

（
６０・１００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）

（
７０・２００

）

「
都
計
外
」

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）

（
７０・２００

）

（
都
）近
商

（
８０・２００

）
準
防

神
明
４
．８
�

神
明
６
．５
�

神
明
４
．９
�

武
生
１１
�

武
生
７
．５
�

�
江
１４
．８
�

�
江
１５
．３
�

�
江
１４
．５
�

�
江
１４
．８
�

神
明
４
．６
�

神
明
４
．４
�

美
浜
３３０
ｍ

美
浜
１
．１
�

東
美
浜
２
�

美
浜
１
�

水
道

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

南
４
ｍ
町
道

西
側
道

南
５
．５
ｍ

町
道

北
４
ｍ
町
道

背
面
道

北
３
ｍ
町
道

東
６
ｍ
町
道

三
方
路

西
４
．７
ｍ

町
道

背
面
道

南
４
ｍ
町
道

西
４
ｍ
町
道

西
１１
ｍ
町
道

西
１５
ｍ
町
道

背
面
道

北
１５
ｍ
国
道

北
５
ｍ
町
道

北
東
３
．５
ｍ

町
道

西
４
ｍ
町
道

南
５
ｍ
町
道

旧
来
か
ら
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
が
多
い
農
家
集
落
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

一
般
住
宅
が
建
つ
ほ
か
空
地
も
残
る
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

小
売
店
舗
、一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

中
小
規
模
の
小
売
店
舗
の
中
に
住
宅
も
見
ら
れ
る
近
隣
商
業

地
域

事
務
所
、店
舗
、倉
庫
等
が
混
在
す
る
路
線
商
業
地
域

旧
来
か
ら
中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地

域小
規
模
の
一
般
住
宅
の
ほ
か
在
来
住
宅
の
混
在
す
る
既
成
住

宅
地
域

旧
来
か
ら
の
中
小
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅

地
域

中
規
模
の
小
売
店
舗
等
が
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
３

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
２

１：１
．５

１：１
．５

１：２
．５

不
整
形

１：１
．２

台
形

１
．５：１

１：１
．５

１
．２：１

１：１
．５

１：２

１：１
．５

１
．５：１

１
．２：１

１：３

１：２
．５

１：１
．５

４２４

２３９

２１４

４２３

７５３

６２４

１９１

４９９

１６５

２７６

３５１

４０９

１４９

４８９

１８７

３１
，７００

２９
，０００

３４
，０００

１０
，５００

７
，８００

３７
，５００

３４
，８００

３８
，２００

４７
，５００

４６
，５００

５１
，０００

２８
，１００

２１
，４００

１７
，５００

３８
，５００

気
比
庄
５６
字
樋
ノ
誥
４
番
５

上
川
去
２５
字
蓮
町
１２
番
２８

西
田
中
１２
字
五
ノ
町
２８
番
９
外

江
波
３２
字
窪
田
１２
番
外

寺
１４
字
村
中
１
番
１
外

織
田
３８
字
北
上
田
２０
番

織
田
１１７
字
禅
奥
寺
前
５７
番

織
田
４４
字
新
堀
９
番

織
田
９８
字
辻
２１
番
３
外

西
田
中
１６
字
沢
利
４
番
１
外

東
内
郡
１
丁
目
３１０
番

三
方
郡
美
浜
町
郷
市
２７
号

早
稲
田
４
番

河
原
市
１５
号
大
道
ノ
下
２７
番
４

佐
田
７１
号
中
ノ
庄
４
番
１

河
原
市
１５
号
大
道
ノ
下
７
番
３
外

４５６７８９１０１１

５
－
１

５
－
２

７
－
１

美
浜（
県
）
１２３

５
－
１
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（
都
）準
工

（
６０・２００

）

（
都
）１
中
専

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）１
住
居

（
６０・２００

）

（
都
）商
業

（
８０・３００

）

（
都
）準
工

（
６０・２００

）

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

「
都
計
外
」

（
都
）

（
７０・２００

）

美
浜
１
．３
�

若
狭
高
浜

４６０
ｍ

若
狭
高
浜

１
．２
�

若
狭
和
田

５００
ｍ

若
狭
高
浜

８００
ｍ

若
狭
高
浜

２５０
ｍ

小
浜
２０
�

小
浜
２８
�

若
狭
本
郷

５００
ｍ

若
狭
本
郷

７
．２
�

若
狭
本
郷

６
．６
�

若
狭
本
郷

３
�小
浜
１５
�

若
狭
本
郷

８０
ｍ

十
村
６００
ｍ

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

水
道

水
道

水
道

水
道

水
道

水
道

下
水

水
道

水
道

南
１０
ｍ
国
道

背
面
道

東
５
ｍ
町
道

北
東
５
．４
ｍ

県
道

南
６
ｍ
町
道

北
７
．５
ｍ

県
道

西
側
道

北
１４
ｍ
国
道

南
５
ｍ
町
道

東
側
道

東
６
ｍ
県
道

南
側
道

北
東
３
．５
ｍ

町
道

南
東
側
道

西
３
．５
ｍ

町
道

北
側
道

南
東
２
ｍ

町
道

北
東
側
道

南
１
ｍ
道
路

北
６
ｍ
町
道

南
８
ｍ
町
道

南
東
６
ｍ

町
道

中
規
模
の
事
務
所
、店
舗
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
域

一
般
住
宅
、季
節
旅
館
等
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
新
興
住
宅
地
域

小
売
店
舗
、事
務
所
が
建
ち
並
ぶ
商
業
地
域

沿
道
サ
ー
ビ
ス
関
連
の
店
舗
や
事
務
所
等
が
多
い
国
道
沿
い

の
路
線
商
業
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
漁
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

在
来
の
農
家
住
宅
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
域

小
売
店
舗
、一
般
住
宅
等
が
混
在
し
て
建
ち
並
ぶ
地
域

小
売
店
舗
の
ほ
か
一
般
住
宅
等
も
混
在
す
る
駅
前
商
業
地
域

一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

事
務
所
兼
住

宅
Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

旅
館
兼
住
宅

Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

１：１
．５

１：１

１：２

１：１
．５

不
整
形

１：５

台
形

１：１
．５

不
整
形

１：２

２：１

台
形

１：１
．２

１：１

１
．５：１

台
形

１
．５：１

台
形
１：２

１：２
．５

１：１

５０５

１６８

４３７

３３２

３５７

８３２

３１８

３３３

３４８

７５５

２０８

７５０

２４３

４１７

２４２

４４
，３００

７１
，０００

５０
，９００

５４
，５００

８２
，７００

８７
，５００

５
，４５０

３
，１５０

３２
，５００

８
，２００

１３
，０００

８
，９００

１５
，０００

４０
，０００

１５
，６００

木
野
２１
号
島
田
２
番
２

大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
８８
字

中
見
寺
下
１４
番
８

宮
崎
３８
字
石
塚
１３
番
１
外

青
戸
２
字
海
端
１
番
６２

三
明
１
字
東
三
明
２２
番
１
外

宮
崎
７７
字
西
丁
田
１３
番
１
外

大
飯
郡
お
お
い
町
名
田
庄
下
２０
号
石

橋
１３
番
１

名
田
庄
納
田
終
１０１
号
棚
橋
２２
番
１

本
郷
１４３
字
白
浜
２９
番
１

鹿
野
２５
字
宮
ノ
上
６
番
２

大
島
１１０
字
河
谷
口
１３
番
１

芝
崎
１０
字
村
中
７
番

名
田
庄
久
坂
４
号
行
成
１０
番
９
外

本
郷
１４７
字
西
橋
５
番
１
外

三
方
上
中
郡
若
狭
町
横
渡
６
号
須
波

野
１
番
２

７
－
１

高
浜（
県
）
１２３

５
－
１

７
－
１

お
お
い（
県
）１２３４５６

５
－
１

５
－
２

若
狭（
県
）
１
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（
都
）

（
７０・２００

）

（
都
）

（
７０・２００

）

（
都
）

（
７０・２００

）

「
都
計
外
」

（
都
）

（
７０・２００

）

（
都
）

（
７０・２００

）

三
方
５
�

気
山
５００
ｍ

大
鳥
羽
近
接

上
中
５
．２
�

三
方
１２０
ｍ

上
中
１５０
ｍ

水
道

水
道

下
水

水
道

水
道

下
水

水
道

下
水

水
道

下
水

西
１３
ｍ
国
道

東
５
ｍ
町
道

東
１２
ｍ
町
道

北
東
６
ｍ

町
道

西
１３
ｍ
国
道

東
１０
ｍ
町
道

一
般
住
宅
が
建
ち
並
び
小
売
店
舗
も
混
在
す
る
地
域

旧
来
か
ら
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

旧
来
か
ら
一
般
住
宅
が
建
ち
並
び
日
用
品
の
小
売
店
舗
等
も

混
在
す
る
地
域

旧
来
か
ら
一
般
住
宅
が
建
ち
並
び
日
用
品
の
小
売
店
舗
も
混

在
す
る
地
域

店
舗
、事
務
所
、一
般
住
宅
等
が
建
ち
並
ぶ
路
線
商
業
地
域

小
売
店
舗
、銀
行
等
の
建
ち
並
ぶ
近
隣
商
業
地
域

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｓ
３

店
舗
Ｓ
２

不
整
形

１：１
．２

台
形

１：１
．５

不
整
形

１：３

１：２

不
整
形

１：１

１：２

６８３

６４１

１
，０３７

２９７

１３３

２９１

１７
，１００

１５
，０００

１７
，８００

１２
，６００

３７
，８００

３８
，６００

成
出
１８
号
柳
２
番
１
外

気
山
２２８
号
五
市
１３
番
２

大
鳥
羽
２５
号
中
村
１
番
３
外

熊
川
２１
号
上
ノ
段
１０
番
外

三
方
４０
号
馬
場
１５
番
１

井
ノ
口
３６
号
加
福
六
２８
番
４

２３４５

５
－
１

５
－
２

（
９
）

地
域
の
特
性

山
村
奥
地
林
地

農
村
林
地

都
市
近
郊
林
地

都
市
近
郊
林
地

林
業
本
場
林
地

林
業
本
場
林
地

（
８
）

公
法
上
の
規
制

「
都
計
外
」

水
源
か
ん
養
保

安
林

地
森
計

「
都
計
外
」

地
森
計

（
都
）

地
森
計

「
都
計
外
」

地
森
計

国
定

公
特
別（
３
種
）

「
都
計
外
」

地
森
計

「
都
計
外
」

保
安
林

地
森

計
砂
防
指
定

地

（
７
）
交
通
接
近
条
件

最
寄
集
落

お
よ
び
距

離五
太
子
町

８００
ｍ

栃
泉
町

１
�赤
崎

８００
ｍ

米
ノ

１
．８
�

堀
兼

９
�堂
本

３
．２
�

最
寄
駅
お

よ
び
距
離

福
井

２０
�

越
前
東
郷

２
．８
�

敦
賀

６
．３
�

武
生

２１
�

越
前
大
野

１７
�

小
浜

２１
�

搬
出
地
点

の
道
路
の

状
況

林
道

４
ｍ林
道

２
．５
ｍ

道
路

２
．５
ｍ

農
道

６
ｍ林
道

２
．５
ｍ

林
道

３
．６
ｍ

基
準
地
か
ら

搬
出
地
点
ま

で
の
搬
出
方

法
お
よ
び
距

離人
力

２０
ｍ

集
材
機

３５０
ｍ

集
材
機

１５０
ｍ

人
力

１００
ｍ

集
材
機

４００
ｍ

集
材
機

３３０
ｍ

（
６
）基
準
地
の
周
辺
の
土
地
の
利
用
の
現
況

標
高
２５０
ｍ
約
３５
度
の
南
向
き
傾
斜
の
人
工
造
林
地

域標
高
２１０
ｍ
約
４０
度
の
北
東
向
き
傾
斜
の
赤
松
と
杉

の
人
工
林
地
域

標
高
１００
ｍ
約
４０
度
の
南
西
向
き
傾
斜
の
杉
と
雑
木

が
混
在
す
る
自
然
林
地
域

標
高
１２０
ｍ
約
２５
度
の
北
向
き
傾
斜
で
、雑
木
の
多
い

景
観
の
優
れ
た
自
然
林
地
域

標
高
６００
ｍ
約
３ ０
度
の
南
西
向
き
傾
斜
の
地
域
で
、杉

と
雑
木
の
混
交
林
地
域

標
高
４００
ｍ
２０
～
３０
度
程
度
の
南
西
向
き
傾
斜
の
人

工
造
林
地
域

（
５
）

基
準
地
の
利

用
の
現
況

用
材
林
地（

杉
）

用
材
林
地（

杉
・
赤
松
）

用
材
・
雑
木

林
地（
杉
・
ク

ヌ
ギ
）

雑
木
林
地

用
材
林
地（

杉
）

用
材
林
地（

杉
）

（
４
）

基
準
地
の

地
積

（
㎡
）

１
，３８８

２
，０５５

３
，６３６

１
，０９０

２９
，７５２

５５
，１２３

（
３
）

基
準
地
の
１
０

ア
ー
ル
当
た
り

の
価
格（円
）

６８
，０００

１７８
，０００

５００
，０００

５８０
，０ ００

４９
，０００

３１
，２００

（
２
）基
準
地
の
所
在
お
よ
び
地
番

福
井
市
五
太
子
町
３３
字
北
山
９
番
４

福
井
市
栃
泉
町
９８
字
大
谷
４９
番
外

敦
賀
市
赤
崎
８
号
ギ
ワ
谷
６
番

丹
生
郡
越
前
町
高
佐
４５
字

赤
坂
１１６
番

大
野
市
下
笹
又
１３
字
坂
ノ
谷
２
番
４

大
飯
郡
お
お
い
町
名
田
庄
堂
本

３４
号
仁
吾
谷
１３
番
２

（
１
）

基
準

地
番

号

福
井（
林
）
１２３４５６

（
２
）
林
地
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山
村
奥
地
林
地

都
市
近
郊
林
地

都
市
近
郊
林
地

林
業
本
場
林
地

「
都
計
外
」

地
森
計

県
立
公
普
通

（
都
）

地
森
計

「
調
区
」

地
森
計

「
都
計
外
」

地
森
計

川
合

２
．２
�

沢６００
ｍ

南
江
守
町

８００
ｍ

千
代
谷

２
．５
�

九
頭
竜
湖

３
．４
�

細
呂
木

２
�福
井

７
�武
生

３１
�

林
道

３
．６
ｍ

林
道

２
．５
ｍ

農
道

４
ｍ林
道

２
．５
ｍ

集
材
機

２００
ｍ

人
力

５０
ｍ

集
材
機

２５０
ｍ

集
材
機

３００
ｍ

標
高
６５０
ｍ
約
４５
度
の
北
西
向
き
傾
斜
の
地
域
で
、杉

と
雑
木
の
混
交
林
地
域

標
高
４０
ｍ
約
３０
度
の
南
向
き
傾
斜
の
地
域
で
、赤
松

と
雑
木
の
混
交
林
地
域

標
高
５０
ｍ
約
３０
度
の
北
向
き
傾
斜
の
地
域
で
、杉
と

雑
木
の
混
交
林
地
域

標
高
３５０
ｍ
約
３０
度
の
南
東
向
き
傾
斜
の
人
工
造
林

地
域

用
材
林
地（

杉
）

雑
木
林
地

用
材
林
地（

杉
）

用
材
林
地（

杉
）

３３
，３４２

１
，６９９

１
，９８３

８９２

２１
，５００

７３５
，０００

２
，０００
，０００

５８
，０００

大
野
市
川
合
３３
字
倉
ノ
又
１
番
８

あ
わ
ら
市
沢
５０
字
大
坂
４
番

福
井
市
南
江
守
町
６４
字
長
谷
３１
番
外

今
立
郡
池
田
町
千
代
谷
８６
字
横
谷
白

粟
瀬
２
番

７８９１０

（
１
１
）

基
準
地
に
係
る

都
市
計
画
法
そ

の
他
法
令
の
制

限
で
主
要
な
も

の１
住
居

（
６０・２００

）
準
防

１
住
居

（
６０・２００

）

１
住
居

（
６０・２００

）

商
業

（
８０・６００

）
防
火

（
１
０
）

基
準
地
の
鉄
道

そ
の
他
の
主
要

な
交
通
施
設
と

の
接
近
の
状
況

福
井
１
．５
�

福
井
２
．５
�

福
井
４
．３
�

福
井
近
接

（
９
）

基
準
地
に
つ
い
て

の
水
道
、
ガ
ス
供

給
施
設
お
よ
び
下

水
道
の
整
備
の
状

況

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

水
道

ガ
ス

下
水

（
８
）

基
準
地
の
前

面
道
路
の
状

況北
６
ｍ
市
道

南
６
ｍ
市
道

西
６
ｍ
市
道

南
東
２０
ｍ

県
道

（
７
）

基
準
地
の
周
辺
の
土
地
の
利
用
の
現
況

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
既
成
住
宅
地
域

中
規
模
の
一
般
住
宅
が
多
い
住
宅
地
域

一
般
住
宅
、ア
パ
ー
ト
等
が
混
在
す
る
新
興
住
宅
地
域

中
層
の
店
舗
ビ
ル
が
建
ち
並
ぶ
駅
前
の
商
業
地
域

（
６
）

基
準
地
の
利

用
の
現
況

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

住
宅
Ｗ
２

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

（
５
）

基
準
地

の
形
状

１：１
．５

１：１
．２

２：１

１：２
．５

（
４
）

基
準
地
の

地
積

（
㎡
）

２９３

３５６

１４０

１６５

（
３
）

基
準
地
の
１
平

方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
の
価
格

（
円
）

１０８
，０００

（
１０９
，０００
）

８４
，０００

（
８４
，８００
）

７２
，２００

（
７４
，３００
）

３８５
，０００

（
３８８
，０００
）

（
２
）

基
準
地
の
所
在
お
よ
び
地
番
な
ら
び

に
住
居
表
示

松
本
３
丁
目
８１０
番

「
松
本
３
－
８
－
１４
」

町
屋
２
丁
目
４０５
番
外

「
町
屋
２
－
６
－
３
」

福
１
丁
目
２１１２

番

大
手
２
丁
目
２００２

番
「
大
手
２
－
６
－
１
」

（
１
）

基
準

地
番

号

福
井（
県
）１５

福
井

６

福
井（
県
）１６

福
井

２０

福
井（
県
）２２

福
井

１４

福
井（
県
）

５
－
１０

福
井
５
－
１

（
３
）
地
価
公
示
の
標
準
地
と
同
一
地
点
で
あ
る
基
準
地
一
覧
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商
業

（
８０・４００

）
準
防

福
井
１
�

水
道

ガ
ス

下
水

東
３６
ｍ
県
道

中
層
の
事
務
所
ビ
ル
等
が
建
ち
並
ぶ
既
成
商
業
地
域

店
舗
兼
住
宅

Ｒ
Ｃ
４

１：１
．２

２８３

１２０
，０００

（
１２４
，０００
）

毛
矢
２
丁
目
５０３
番
外

「
毛
矢
２
－
５
－
３
」

福
井（
県
）

５
－
１１

福
井
５
－
７

備
考

（
宅
地
お
よ
び
宅
地
見
込
地
）

１
基
準
地
に
係
る
表
示
は
、
基
準
地
の
価
格
判
定
の
基
準
日
（
平
成
１
８
年
７
月
１
日
）
に
お
け
る
状
況
に
よ
り
行
っ
た
。

２
「
基
準
地
番
号
」
欄
に
お
い
て
、
「
－
」
（
ハ
イ
フ
ン
）
の
前
の
数
字
（
３
、
５
、
７
、
９
お
よ
び
１
０
）
は
、
当
該
基
準
地
が
そ
れ
ぞ
れ
宅
地
見
込
地
、
商
業
地
、
準
工
業
地
、
工
業
地
お
よ
び
調
整
区
域
内
宅
地

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
ら
の
数
字
を
付
し
て
い
な
い
も
の
は
、
当
該
基
準
地
が
住
宅
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
※
印
は
、
地
価
公
示
の
標
準
地
（
価
格
判
定
の
基
準
日
は
、
平
成
１
８
年
１
月
１
日
）
と
同
一
の
地
点
で
あ
る
基
準
地
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
◎
印
は
、
半
期
地
価
動
向
調
査
の
調
査
地
点
（
価
格
判
定
の
基

準
日
は
、
平
成
１
８
年
７
月
１
日
）
と
同
一
の
地
点
で
あ
る
基
準
地
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
半
期
地
価
動
向
調
査
結
果
と
地
価
調
査
結
果
は
同
一
で
あ
る
。

３
「
基
準
地
の
所
在
お
よ
び
地
番
な
ら
び
に
住
居
表
示
」
欄
に
お
い
て
、
基
準
地
に
住
居
表
示
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
居
表
示
を
「
」
内
に
表
示
し
た
。

ま
た
、
基
準
地
が
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
仮
換
地
ま
た
は
土
地
改
良
事
業
の
一
時
利
用
地
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
事
業
に
よ
る
整
理
前
の
そ
の
地
点
の
所
在
お
よ
び
地
番
を
表
示
し
、

併
せ
て
（
）
内
に
、
当
該
事
業
に
よ
り
付
さ
れ
た
そ
の
地
点
の
工
区
名
、
街
区
番
号
、
符
号
（
仮
換
地
番
号
）
等
を
表
示
し
た
。
た
だ
し
、
住
居
表
示
お
よ
び
仮
換
地
番
号
等
の
両
方
が
あ
る
場
合
に
は
、
仮
換
地
番

号
等
の
表
示
は
省
略
し
た
。

な
お
、
基
準
地
が
、
数
筆
に
わ
た
る
場
合
に
は
「
外
」
と
、
一
筆
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
「
内
」
と
そ
れ
ぞ
れ
表
示
し
、
同
一
の
市
ま
た
は
町
に
あ
る
基
準
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
基
準
地
に
の
み
市

名
ま
た
は
町
名
を
表
示
し
、
他
は
省
略
し
た
。

４
「
基
準
地
の
地
積
」
欄
に
は
、
原
則
と
し
て
、
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
い
る
地
積
（
土
地
の
一
部
が
借
地
で
あ
る
基
準
地
に
つ
い
て
は
当
該
借
地
の
地
積
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
仮
換
地
ま
た
は
土
地
改
良
事

業
の
一
時
利
用
地
で
あ
る
基
準
地
に
つ
い
て
は
当
該
仮
換
地
等
の
地
積
）
を
表
示
し
、
１
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
た
。
ま
た
、
基
準
地
の
一
部
が
私
道
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
私
道
部
分
を
含
め

て
全
筆
の
地
積
を
表
示
し
た
。

５
「
基
準
地
の
形
状
」
欄
に
は
、
基
準
地
の
間
口
と
奥
行
と
の
お
お
む
ね
の
比
率
（
宅
地
見
込
地
に
あ
っ
て
は
、
前
面
道
路
と
接
す
る
辺
ま
た
は
至
近
の
道
路
に
お
お
む
ね
平
行
す
る
辺
と
、
こ
の
辺
か
ら
対
辺
ま
で
の

長
さ
と
の
比
率
）
を
、
左
側
に
間
口
、
右
側
に
奥
行
の
順
で
表
示
し
た
。

な
お
、
基
準
地
の
形
状
は
、
台
形
、
不
整
形
等
と
特
に
表
示
し
な
い
限
り
、
方
形
で
あ
る
。

６
「
基
準
地
の
利
用
の
現
況
」
欄
に
は
、
基
準
地
に
建
物
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
建
物
の
構
造
を
次
の
略
号
で
表
示
し
た
。

な
お
、
建
物
の
構
造
の
略
号
の
次
に
付
し
た
数
字
は
、
そ
の
階
層
数
（
地
下
階
層
が
あ
る
場
合
に
は
、
地
上
階
層
に
は
Ｆ
と
、
地
下
階
層
に
は
Ｂ
と
付
し
て
あ
る
。
）
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
…
…
Ｓ
Ｒ
Ｃ

ブ
ロ
ッ
ク
造
…
…
…
…
Ｂ

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
…
…
…
…
Ｒ
Ｃ

木
造
…
…
…
…
…
…
…
Ｗ

鉄
骨
造
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｓ

７
「
基
準
地
の
前
面
道
路
の
状
況
」
欄
に
は
、
前
面
道
路
の
方
位
、
幅
員
、
舗
装
の
状
況
、
道
路
の
種
類
お
よ
び
そ
の
他
の
接
面
道
路
の
順
に
表
示
し
た
。

な
お
、
道
路
の
種
類
は
次
に
よ
り
表
示
し
、
前
面
道
路
の
舗
装
の
状
況
は
、
未
舗
装
と
特
に
表
示
し
な
い
限
り
、
舗
装
済
み
で
あ
る
。

�
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
の
道
路
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
道
、
県
道
、
市
道
等

�
土
地
区
画
整
理
事
業
ま
た
は
土
地
改
良
事
業
の
施
行
地
区
内
の
道
路
（
�
お
よ
び
�
を
除
く
。
）
…
…
…
…
…
…
区
画
街
路

�
私
人
が
管
理
す
る
道
で
、
い
わ
ゆ
る
私
道
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
道
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�
そ
の
他
の
道
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
道
路

８
「
基
準
地
に
つ
い
て
の
水
道
、
ガ
ス
供
給
施
設
お
よ
び
下
水
道
の
整
備
の
状
況
」
欄
に
は
、
次
に
よ
り
表
示
し
た
。

�
水
道
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
１
７
７
号
）
に
よ
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道
ま
た
は
専
用
水
道
に
よ
り
給
水
さ
れ
て
い
る
場
合
お
よ
び
通
常
の
工
事
費
負
担
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
水
道
か
ら
給
水
可
能
な

場
合
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
水
道

�
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
２
９
年
法
律
第
５
１
号
）
に
よ
る
一
般
ガ
ス
事
業
ま
た
は
簡
易
ガ
ス
事
業
に
よ
り
ガ
ス
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合
お
よ
び
通
常
の
工
事
費
負
担
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ガ
ス
事
業
か
ら
ガ
ス
供

給
が
可
能
な
場
合
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ガ
ス

�
基
準
地
が
公
共
下
水
道
の
処
理
区
域
内
に
あ
る
場
合
お
よ
び
大
規
模
造
成
地
等
に
あ
る
下
水
道
で
、
宅
地
供
給
者
、
組
合
等
が
一
体
と
し
て
管
理
し
、
か
つ
、
公
共
下
水
道
に
接
続
し
、
ま
た
は
終
末
処
理
場
を
有

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
地
域
に
属
す
る
場
合
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
下
水

９
「
基
準
地
の
鉄
道
そ
の
他
の
主
要
な
交
通
施
設
と
の
接
近
の
状
況
」
欄
に
は
、
原
則
と
し
て
、
鉄
道
駅
名
お
よ
び
基
準
地
か
ら
鉄
道
駅
ま
で
の
道
路
距
離
を
表
示
し
、
５
０
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
は
、
「
近
接
」

と
表
示
し
た
。

１０
「
基
準
地
に
係
る
都
市
計
画
法
そ
の
他
法
令
の
制
限
で
主
要
な
も
の
」
欄
に
は
、
次
に
よ
り
表
示
し
た
。

�
用
途
地
域
等
は
、
次
の
略
号
で
表
示
し
た
。

な
お
、
市
街
化
区
域
は
、
特
に
表
示
し
て
い
な
い
。

市
街
化
調
整
区
域
…
…
…
…
…
…
…
「
調
区
」

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
…
…
…
１
低
専

防
火
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
防
火

市
街
化
区
域
お
よ
び
市
街
化
調
整

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
…
…
…
２
低
専

準
防
火
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
準
防

区
域
以
外
の
都
市
計
画
区
域
…
…
…
（
都
）

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
…
…
１
中
専

国
定
公
園
特
別
地
域
第
一
種
…
…
…
国
定
公
特
別
（
１
種
）

都
市
計
画
区
域
外
…
…
…
…
…
…
…
「
都
計
外
」

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
…
…
２
中
専

国
定
公
園
特
別
地
域
第
二
種
…
…
…
国
定
公
特
別
（
２
種
）

第
一
種
住
居
地
域
…
…
…
…
…
…
…
１
住
居

国
定
公
園
特
別
地
域
第
三
種
…
…
…
国
定
公
特
別
（
３
種
）

第
二
種
住
居
地
域
…
…
…
…
…
…
…
２
住
居

国
定
公
園
普
通
地
域
…
…
…
…
…
…
国
定
公
普
通

準
住
居
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
準
住
居

県
立
公
園
普
通
地
域
…
…
…
…
…
…
県
立
公
普
通

近
隣
商
業
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
近
商

商
業
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
商
業

準
工
業
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
準
工

工
業
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
工
業

工
業
専
用
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
工
専

�
用
途
地
域
に
つ
い
て
は
、
（
・
）
内
の
左
側
に
建
ぺ
い
率
を
、
右
側
に
容
積
率
を
そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
セ
ン
ト
を
単
位
と
し
て
表
示
し
た
。

ま
た
、
用
途
指
定
の
な
い
市
街
化
調
整
区
域
内
宅
地
、
用
途
指
定
の
な
い
市
街
化
区
域
お
よ
び
市
街
化
調
整
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
も
、
（
・
）
内
の
左
側
に
建
ぺ
い
率
を
、
右
側
に
容
積
率

を
そ
れ
ぞ
れ
パ
ー
セ
ン
ト
を
単
位
と
し
て
表
示
し
た
。

（
林
地
）

宅
地
お
よ
び
宅
地
見
込
地
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
り
表
示
し
た
。

１
「
基
準
地
の
利
用
の
現
況
」
欄
に
は
、
用
材
林
地
ま
た
は
雑
木
林
地
の
別
を
表
示
し
、
併
せ
て
（
）
内
に
樹
種
を
表
示
し
た
。

２
「
基
準
地
か
ら
搬
出
地
点
ま
で
の
搬
出
方
法
お
よ
び
距
離
」
欄
に
は
、
木
材
の
通
常
の
搬
出
方
法
お
よ
び
基
準
地
の
中
心
部
か
ら
搬
出
地
点
ま
で
の
距
離
を
表
示
し
た
。

な
お
、
基
準
地
が
林
道
等
に
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
林
道
隣
接
」
等
と
表
示
し
た
。

３
「
搬
出
地
点
の
道
路
の
状
況
」
欄
に
は
、
搬
出
地
点
の
道
路
の
種
類
（
林
道
、
農
道
等
）
お
よ
び
幅
員
を
表
示
し
た
。

な
お
、
舗
装
ま
た
は
未
舗
装
の
別
に
つ
い
て
は
、
表
示
し
て
い
な
い
。

４
「
公
法
上
の
規
制
」
欄
に
は
、
次
の
略
号
で
表
示
し
た
。
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政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の

で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特

例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２

号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
入
札
に
付
す
る
事
項

�
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と

い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

除
雪
ト
ラ
ッ
ク
（
７
ｔ
専
用
、
グ
レ
ー
ダ
装

置
付
）
３
台

�
調
達
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
お
よ
び
発
注
仕
様
書
（
以
下
「

入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

�
納
入
期
限

平
成
１
９
年
１
月
２
２
日
（
月
）
１
０
時

�
納
入
場
所

別
に
指
示
す
る
場
所

地
域
森
林
計
画
対
象
民
有
林
…
…
…
地
森
計

国
定
公
園
特
別
地
域
第
一
種
…
…
…
国
定
公
特
別
（
１
種
）

国
定
公
園
特
別
地
域
第
二
種
…
…
…
国
定
公
特
別
（
２
種
）

国
定
公
園
特
別
地
域
第
三
種
…
…
…
国
定
公
特
別
（
３
種
）

国
定
公
園
普
通
地
域
…
…
…
…
…
…
国
定
公
普
通

県
立
公
園
普
通
地
域
…
…
…
…
…
…
県
立
公
普
通

５
「
地
域
の
特
性
」
欄
に
は
、
林
地
の
類
型
を
次
に
よ
り
表
示
し
た
。

�
市
街
地
的
形
態
を
し
て
い
る
地
域
の
近
郊
に
あ
る
地
域
内
の
林
地
で
、
市
街
地
の
宅
地
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
都
市
近
郊
林
地

�
農
村
集
落
の
周
辺
に
位
置
す
る
い
わ
ゆ
る
里
林
地
に
属
す
る
林
地
で
、
一
般
に
農
業
を
主
に
行
い
、
林
業
を
兼
ね
て
行
っ
て
い
る
地
域
内
の
も
の
…
…
…
…
…
…
農
村
林
地

�
林
業
の
盛
ん
な
地
域
ま
た
は
地
方
の
有
名
林
業
地
で
、
有
名
林
業
地
と
し
て
の
銘
柄
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
用
材
を
生
産
し
て
い
る
地
域
内
の
林
地
…
…
…
…
…
林
業
本
場
林
地

�
交
通
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
最
も
不
便
な
地
域
内
の
林
地
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
村
奥
地
林
地

（
地
価
公
示
の
標
準
地
と
同
一
地
点
で
あ
る
基
準
地
一
覧
）

１
「
基
準
地
番
号
」
の
欄
に
は
、
上
段
に
基
準
地
番
号
を
、
下
段
に
平
成
１
８
年
地
価
公
示
に
よ
る
標
準
地
番
号
を
表
示
し
た
。

２
「
基
準
地
の
１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
」
欄
に
は
、
上
段
に
基
準
地
の
価
格
を
、
下
段
に
標
準
地
の
価
格
（
基
準
日
は
、
平
成
１
８
年
１
月
１
日
）
を
（
）
内
に
表
示
し
た
。

３
そ
の
他
の
各
欄
に
は
、
上
段
に
基
準
地
の
表
示
事
項
を
、
下
段
に
標
準
地
の
公
示
事
項
を
（
）
内
に
表
示
し
た
。
た
だ
し
、
各
事
項
に
つ
い
て
上
段
と
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
下
段
の
表
示
は
省
略
し
た
。
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２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、

特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適

用
を
受
け
る
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り

資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら

開
札
ま
で
に
資
格
に
係
る
審
査
の
申
請
を
行
い
、

こ
の
入
札
に
係
る
特
定
調
達
契
約
の
締
結
の
日
ま

で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の

と
す
る
。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第

１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
す

る
者
で
な
い
こ
と
。

�
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措

置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

�
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査

に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
点
検
、
修
理

、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お

よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
整
い

、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ

と
。

３
入
札
説
明
書
等
の
交
付
に
関
す
る
事
項
な
ら
び

に
入
札
お
よ
び
開
札
の
日
時
等

�
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を

示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る

部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入

札
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
土
木
部
道
路
保
全
課

電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
７

�
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日
１
０
時
か
ら
同
年

９
月
２
０
日
１
７
時
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日

お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２

３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
第
３
条
の
休
日
を
除

く
。
）

�
入
札
書
の
提
出
方
法
等

ア
入
札
書
は
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

を
除
き
、
入
札
の
日
時
に
入
札
の
場
所
へ
持

参
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
電
報
お
よ
び
電
送
に
よ
る
入
札
書

の
提
出
は
認
め
な
い
。

イ
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る

場
合
の
提
出
期
限
、
提
出
方
法
お
よ
び
提
出

場
所

�
提
出
期
限

平
成
１
８
年
９
月
２
８
日
（
木
）
１
７

時
（
こ
の
期
限
ま
で
に
必
ず
到
着
さ
せ
る

こ
と
。
）

�
提
出
方
法

簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

�
提
出
場
所

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
土
木
部
道
路
保
全
課

�
入
札
お
よ
び
開
札
の
日
時
お
よ
び
場
所

ア
日
時

平
成
１
８
年
９
月
２
９
日
（
金
）
１
０
時

イ
場
所

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
庁
９
階
９
０
１
号
室

４
入
札
方
法

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記

載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
５

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金

額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落

札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る

か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
希
望
金
額
の
１
０
５
分
の
１
０
０
に
相
当

す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制

限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

６
そ
の
他

�
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約

に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ

び
通
貨

日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規

則
第
１
１
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。

）
第
１
５
２
条
、
第
１
５
３
条
、
第
１
７
１
条

お
よ
び
第
１
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
。

�
入
札
参
加
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
参
加
者
は
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物

品
の
仕
様
書
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類

（
以
下
「
入
札
仕
様
書
等
」
と
い
う
。
）
を
次

の
と
お
り
提
出
し
、
当
該
調
達
物
品
の
仕
様
に

関
す
る
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
る
も
の
と
す

る
。な
お
、
入
札
仕
様
書
等
の
内
容
に
つ
い
て
、

当
該
技
術
的
審
査
に
係
る
事
務
を
担
当
す
る
部

局
か
ら
説
明
ま
た
は
確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
。

ア
提
出
期
限

平
成
１
８
年
９
月
２
２
日
（
金
）
１
７
時

ま
で

イ
提
出
方
法

持
参
、
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。

ウ
提
出
場
所

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
土
木
部
道
路
保
全
課

�
入
札
の
無
効

財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

	
そ
の
他

こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入

札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に

よ
る
。

７
Sum
m
ary

�
N
ature

and
quantity

of
the
products

to

be
purchased

:

snow
rem
oving

truck
(7t
exclusive,

graderequipm
ent),3sets

�
D
ate,
Tim
e
of
B
idding

:

10
:00A

m
,
Septem

ber
29,
2006

�
C
ontact

point
for
the
notice

:

R
oad
M
aintenance

D
ivision,

Fukui

Prefectural
G
overnm

ent'
3-17-1,

O
te,

Fukui-shi,
Fukui-ken,

910-8580,
Japan

TEL
0776-20-0477

公
安
委
員
会
告
示

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
９
９
号

警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「

新
規
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
、
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５
８
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
２
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い
う
。
）
第
６

条
に
基
づ
く
法
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
追
加
取

得
講
習
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
講
習
規
則
附
則
第
２

条
に
基
づ
く
法
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
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る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
特
例
措

置
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
１
８
年
９
月
１
９
日

福
井
県
公
安
委
員
会

委
員
長
三
田
村
俊
文

１
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
講
習
の
種
別

、
実
施
期
間
お
よ
び
定
員

日
曜
日
、
土
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
第
３
条

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２
実
施
場
所

福
井
市
春
山
１
丁
目
７
番
３
号
染
織
会
館
５

階
会
議
室

３
受
講
対
象
者

�
新
規
取
得
講
習

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ア
最
近
５
年
間
に
、
受
講
を
希
望
す
る
新
規

取
得
講
習
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以

上
で
あ
る
者

イ
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条

に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
受
講
を
希
望
す

る
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法

第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「

合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者

ウ
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
よ
る
廃
止

前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
６
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。

以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条

第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
受
講
を

希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）

に
合
格
し
た
者

エ
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る

２
級
の
検
定
（
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務

の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２

級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
で
あ

っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し

て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い

る
者

�
追
加
取
得
講
習

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
受
講
希
望

に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
最
近
５
年
間
に
、
受
講
を
希
望
す
る
追
加

取
得
講
習
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以

上
で
あ
る
者

イ
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検

定
（
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い

定
員

３
０
名

３
０
名

実
施
期
間

平
成
１
８
年
１
０
月
２
０
日
（
金
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
０
月
２
７
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
２
５
日
（
水
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
０
月
２
７
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
２
５
日
（
水
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
０
月
２
７
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
１
月
２
０
日
（
月
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
１
月
２
９
日
（
水
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
１
月
２
９
日
（
水
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
１
月
２
４
日
（
金
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
１
月
２
９
日
（
水
）
ま
で

講
習
の
種
別

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

特
例
措
置
講
習

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

特
例
措
置
講
習

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務
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る
者

ウ
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

エ
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
旧
２
級
検
定
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当

該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以

上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

�
特
例
措
置
講
習

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

１
６
年
法
律
第
５
０
号
。
）
に
よ
る
改
正
前
の

法
第
１
１
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
た
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（

以
下
「
旧
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
を
保
有
す

る
者

５
受
講
申
込
み
の
手
続

�
受
付
期
間

受
付
期
間
中
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま

で
の
間
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す
る

。
）

�
受
付
場

福
井
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、

郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

�
提
出
書
類

ア
共
通

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込

書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

無
背
景
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
は
り
付
け
る

こ
と
。
）
１
通

イ
新
規
取
得
講
習

�
上
記
３
�
ア
に
該
当
す
る
者

ａ
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分

に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に

係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証

明
書
」
と
い
う
。
）
１
通

ｂ
履
歴
書

１
通

�
上
記
３
�
イ
に
該
当
す
る
者

受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
１

通

�
上
記
３
�
ウ
に
該
当
す
る
も
の

受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
１
通

�
上
記
３
�
エ
に
該
当
す
る
者

ａ
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
業
務
の

区
分
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写

し
１
通

ｂ
警
備
業
務
従
事
証
明
書
１
通

ウ
追
加
取
得
講
習

�
資
格
者
証
等
の
写
し
１
枚

�
上
記
３
�
ア
に
該
当
す
る
者

ａ
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分

に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に

係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証

明
書
」
と
い
う
。
）
１
通

ｂ
履
歴
書

１
通

�
上
記
３
�
イ
に
該
当
す
る
者

受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
１

通

�
上
記
３
�
ウ
に
該
当
す
る
も
の

受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
１
通

�
上
記
３
�
エ
に
該
当
す
る
者

ａ
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
業
務
の

区
分
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写

し
１
通

ｂ
警
備
業
務
従
事
証
明
書
１
通

エ
特
例
措
置
講
習

旧
資
格
者
証
の
写
し
１
枚

	
手
数
料

ア
１
号
業
務

�
新
規
取
得
講
習

４
７
，
０
０
０
円

�
追
加
取
得
講
習

２
３
，
０
０
０
円

�
特
例
措
置
講
習

２
３
，
０
０
０
円

イ
３
号
業
務

�
新
規
取
得
講
習

３
８
，
０
０
０
円

�
追
加
取
得
講
習

１
４
，
０
０
０
円

�
特
例
措
置
講
習

１
４
，
０
０
０
円

に
相
当
す
る
福
井
県
証
紙
を
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
に
は
り
付
け
る
こ

と
。な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還

し
な
い
。

６
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画

課
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３

０
４
２
ま
た
は
３
０
４
４
）
ま
た
は
各
警
察
署
生

実
施
期
間

平
成
１
８
年
１
０
月
２
日
（
月
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
０
月
６
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
４
日
（
水
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
０
月
６
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
４
日
（
水
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
０
月
６
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
１
６
日
（
月
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
１
月
２
０
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
１
８
日
（
水
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
１
月
２
０
日
（
金
）
ま
で

平
成
１
８
年
１
０
月
１
８
日
（
水
）
か
ら

平
成
１
８
年
１
１
月
２
０
日
（
金
）
ま
で

講
習
の
種
別

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

特
例
措
置
講
習

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

特
例
措
置
講
習

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務
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活
安
全
課
（
係
）

７
そ
の
他

�
委
託
先

本
講
習
は
、
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

�
修
了
考
査

講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了

考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た

と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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平
成
十
八
年
九
月
十
九
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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